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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1)連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．当社は第10期より連結財務諸表を作成しております。なお、第９期までは、連結財務諸表を作成していないため記載し

ておりません。 

３．第10期の１株当たり当期純損失は、平成16年５月20日付で１株を５株とする株式分割が行なわれているため、当該分割

が期首に行なわれたものとして計算しております。 

４．第11期の１株当たり当期純損失は、平成17年11月18日付で１株を2株とする株式分割が行なわれているため、当該分割が

期首に行なわれたものとして計算しております。 

 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (千円) － － 1,240,676 1,526,481 892,169

うち信託報酬 (千円) － － － 223,691 412,033

経常損益(△は損失) (千円) － － △539,705 △716,057 △691,094

当期純損益(△は損失) (千円) － － △568,718 △677,050 △1,660,300

純資産額 (千円) － － 720,820 3,317,397 2,050,624

総資産額 (千円) － － 4,068,555 5,681,873 2,993,723

１株当たり純資産額 （円） － － 9,366.37 15,947.26 8,005.41

１株当たり当期純損益
(△は損失) 

（円） － － △8,581.88 △3,652.00 △7,979.97

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 17.7 58.4 55.7

自己資本利益率 （％） － － △78.9 △20.4 △66.6

株価収益率 （倍） － － － － －

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

(千円) － － △410,969 △382,951 205,458

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

(千円) － － △852,742 △2,471,589 532,962

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

(千円) － － 2,299,743 1,946,826 △700,792

現金及び現金同等物の
期末残高 

(千円) － － 1,163,049 955,968 993,596

従業員数 
（ほか、平均臨時雇用
者数） 

（人） 
－ 

（－）
－

（－）
29
（8）

28 
（10）

25
（12）

信託財産額 (千円) － － － 8,745,865 33,218,026



５．第10期・第11期・第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であるため記載し

ておりません。 

６．第10期・第11期・第12期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。 

７．当社は第11期より信託業務を行っているため、売上高のうち信託報酬の金額、信託財産額について記載しております。 

８．純資産額の算定にあたり、第12期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しており

ます。 

 



(2)提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．第10期より連結財務諸表を作成しているため持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、

投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載し

ておりません。 

３．第10期の１株当たりの当期純損失は、平成16年５月20日付で１株を５株とする株式分割が行われているため、当該分割

が期首に行われたものとして計算しております。 

４．第11期の１株当たりの当期純損失は、平成17年11月18日付で1株を2株とする株式分割がおこなわれているため、当該分

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (千円) 813,487 973,444 1,213,444 1,498,265 926,570

うち信託報酬 (千円) － － － 223,691 412,033

経常損益(△は損失) (千円) 54,145 91,277 △498,244 △652,321 △553,875

当期純損益(△は損失) (千円) 17,045 87,003 △529,261 △653,271 △1,723,905

持分法を適用した場合
の投資損益 

(千円) △899 3,595 － － －

資本金 (千円) 389,375 588,913 635,691 2,272,911 2,277,607

発行済株式総数 (株) 12,200 14,442 76,958.34 208,041.28 208,171.28

純資産額 (千円) 719,887 1,195,797 759,540 3,379,895 1,677,743

総資産額 (千円) 1,317,389 2,395,585 4,106,240 5,329,769 2,521,699

１株当たり純資産額 (円) 59,007.13 87,799.96 9,869.50 16,246.70 8,000.09

１株当たり配当額 
（うち１株当たり中間
配当額） 

(円) 
－ 

（－）
－

（－）
－

（ －）
－ 

（ －）
－

（ －）

１株当たり当期純損益
(△は損失) 

(円) 1,397.17 6,807.28 △7,986.48 △3,523.74 △8,285.68

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

(円) 1,338.48 6,487.02 － － －

自己資本比率 (％) 54.6 49.9 18.5 63.4 66.0

自己資本利益率 (％) 2.4 7.3 △69.7 △19.3 △68.3

株価収益率 (倍) 62.27 20.86 － － －

配当性向 (％) － － － － －

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

(千円) 12,599 △746,061 － － －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

(千円) △258,070 △86,418 － － －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

(千円) 335,000 742,257 － － －

現金及び現金同等物の
期末残高 

(千円) 217,241 127,019 － － －

従業員数 
（ほか、平均臨時雇用
者数） 

(人) 
17 
（6）

20
（8）

28
（8）

26 
（10）

25
（12）

信託財産額 (千円) － － － 8,745,865 33,218,026



割が期首に行なわれたものとして計算しております。 

５．第10期・第11期・第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であるため記載し

ておりません。 

６．第10期・第11期・第12期の株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。 

７．当社は第11期より信託業務を行っているため、売上高のうち信託報酬の金額、信託財産額について記載しております。 

８．純資産額の算定にあたり、第12期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しており

ます。 

  

  



２【沿革】 

 

年月 沿革

平成７年12月 東京都世田谷区に、インターネットによる企業情報の収集・管理・提供を目的として当社（株

式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ）の前身である有限会社グローバル・コーポレイト・

インフォメーションを出資金3,000千円を以って設立 

平成９年４月 通商産業省及びマルチメディア関連企業をメンバーとした「マルチメディアコンテンツ流通研

究会」の報告を基に、デジタルコンテンツ産業支援のためのスキームを事業化するため、有限

会社グローバル・コーポレイト・インフォメーションを組織変更し、株式会社ジャパン・デジ

タル・コンテンツ立ち上げ（資本金10,000千円） 

平成10年１月 東京中小企業投資育成株式会社、伊藤忠商事株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの

出資により、資本金110,000千円に増額 

平成10年２月 日本ビクター株式会社、トヨタ自動車株式会社、丸紅株式会社の出資により、資本金230,000

千円に増額 

平成10年３月 東京マルチメディアファンドのサポート事業開始に伴い、本社を東京都港区虎ノ門五丁目３番

２号に移転（「デジタルコンテンツ投資関連業務」参照） 

平成12年５月 著作権管理業務に関するビジネスモデル特許出願 

平成12年12月 東京証券取引所マザーズに株式を上場し、1,500株の有償一般募集増資により、資本金389,375

千円に増額 

平成13年１月 株式会社タイム二十四より、東京マルチメディアファンド業務執行組合員の地位譲渡を受ける 

平成13年２月 著作権管理アドバイス業務を開始 

平成13年３月 

平成13年５月 

投資事業有限責任組合第２東京マルチメディアファンド（現、連結子会社）を組成 

本社を東京都港区虎ノ門四丁目３番10号に移転 

平成13年12月 １株を２株とする無償株式分割を実施 

平成14年１月 著作権管理事業者として文化庁に登録 

平成14年２月 貸金業を東京都に登録 

平成15年12月 2,000株の有償一般募集増資により、資本金567,375千円に増額 

平成16年１月 242株のオーバーアロットメントによる売出しに係る第三者割当増資により、資本金588,913千

円に増額 

平成16年５月 １株を５株とする無償株式分割を実施 

平成16年９月 円貨建転換社債型新株予約権付社債1,800百万円をスイスにて発行 

平成17年４月 ＴＭＦ３投資事業有限責任組合中小企業コンテンツ制作支援ファンド（現、連結子会社）を独

立行政法人中小企業基盤整備機構と組成 

平成17年５月 金融庁より、信託免許認可を受ける 

平成17年６月 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツから、ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会

社に商号変更し、信託業務開始 

平成17年７月 松竹と日本初の著作権信託契約を締結 

平成17年11月 1株を2株とする無償株式分割を実施 

平成17年12月 第三者割当による第5回新株予約権を発行し、コミットメントライン契約を締結 

平成18年４月 本格的ポートフォリオ型映画ファンド「シネマ信託TM～シネカノン・ファンド第1号～」を組成 

平成18年７月 「シネマ信託TM～製作者ファンド第1号～」の取扱い開始 

平成18年８月 「信託型商品ファンド～マスタートラスト～」の取扱い開始 

平成18年９月 新銀行東京とTMF３の投融資で「ゲーム信託～悪代官～」を組成 

平成18年11月 わが国初、ロボットキャラクターに関する著作権を信託設定 

平成19年２月 MPLCと合弁で、映画・アニメを非劇場施設で上映できる包括ライセンス供与会社MPLCジャパン

株式会社（現、持分法適用関連会社）を設立 



３【事業の内容】 
(1)当社グループの主要な業務内容 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社）、子会社10社及び関連

会社２社により構成されております。当社はデジタルコンテンツ業界において、信託事業をはじめ、コンテンツ関連の投資及び

ビジネスコーディネーション業務を通じて、知的財産権に関する資金調達から管理、運用までトータルなアレンジメントを行っ

ております。 

 当社グループの主要な業務内容は次のとおりであります。 

１．信託事業 

平成17年６月より当社が開始した業務であり、著作権等の知的財産権をはじめとして、金銭、金銭債権、有価証券、動産を

対象とする信託業務を行っております。具体的には映画等のコンテンツに関し、制作会社より著作権等の信託を受け、交付し

た信託受益権を投資家に販売することにより資金調達を支援するとともに、その著作権等の運用による収益を投資家に分配す

る業務を中心に手がけております。資金調達を目的とする流動化信託業務以外に、信託財産の管理運用のみを行う管理信託業

務もあります。 

２．兼業事業 

従来から行っているデジタルコンテンツ・アレンジメント事業であり、ビジネスコーディネーション業務やコンテンツアグ

リゲーション業務、投資業務等が含まれます。 

ビジネスコーディネーション業務では、当社がコンテンツビジネスを事業化するためのコンサルティングやビジネスモデル

構築の支援、流通・配信に関するアドバイスなどを行っています。最近は、動画コンテンツの権利保持者から作品を預かり、

各種権利処理を行った上でブロードバンド配信業者に対して作品を提供するコンテンツアグリゲーション業務が中心となって

います。また、持分法適用関連会社である株式会社九天社はデジタルコンテンツに関する出版物またはデジタルコンテンツと

連携した出版物等を出版しております。 

投資業務としては、アイディアはあるが資金力のない中小の制作会社が、著作権を保持しつつ適正な収益配分を受けること

のできる仕組みとして考案された常設のコンテンツ投資ファンド「東京マルチメディアファンド（TMF）」の運営・管理を

行っております。 

なお、平成19年２月に、映画・アニメなどの映像作品を非劇場施設で上映するためのライセンス供与会社MPLCジャパン株式

会社を設立したため、同社を新たに持分法適用関連会社に加えました。 

３．その他の事業 

デジタルコンテンツの普及・インフラ拡大を図る目的で設立された株式会社バズスタイルが行う事業であり、デジタルAV家

電の企画・販売業務等のハードウェアセールス事業です。なお、平成19年３月30日付で、同社の全株式を譲渡したため、連結

子会社から除外しました。 

[事業系統図] 

 以上述べた事項を事業系統図として示すと、次のとおりであります。 

  
 

  

(注) ※１ 連結子会社 

※２ 持分法適用関連会社 

 



(2)事業別売上高及び事業概要 

当社グループの平成19年３月期における、事業の種類別セグメントごとの売上高及び売上構成比並びに各区分別の事業概要は

以下のとおりであります。 

（注）１．上記売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．前連結会計年度の区分を見直し、「信託事業」を主事業と位置付けるとともに、「デジタルコンテンツ・アレンジメ

ント事業」を「兼業事業」に呼称変更いたしました。 

  

１．信託事業 

①信託事業の概要 

信託事業を構成する業務内容は以下のとおりであります。 

 信託とは、「自分（委託者）の信頼できる人（受託者）に財産権を引き渡し、一定の目的（信託目的）に従い、ある人（受益

者）のために、受託者がその財産（信託財産）を管理・処分する」制度です（社団法人信託協会の定義より）。信託には、①財

産管理機能（財産の管理処分権が受託者に与えられる）、②転換機能（信託財産が信託受益権という権利になり、小口化等信託

の目的に応じた形に転換できる）、③倒産隔離機能（信託財産が委託者および受託者の倒産による影響を受けない）といった機

能があり、資産管理、金融等の幅広い実務上の用途に活用されています。 

平成16年12月の信託業法改正前までは、受託可能財産が有価証券、金銭、金銭債権、不動産などに限定されており、著作権や

特許権といった知的財産権を信託することはできませんでした。また、信託業の担い手も金融機関に限られていました。それが

法律改正により、知的財産権も受託可能財産に含まれたほか、信託業務への一般事業会社の参入が可能となり、コンテンツの制

作資金を調達する新たな手段として、信託が注目を集めることとなりました。 

当社は、改正信託業法のもと、一般事業会社としては第１号の免許を取得、著作権等の知的財産権を主に扱う信託会社として

業務を開始いたしました。創業以来培ってきたコンテンツの評価や管理・運用に関するノウハウと経験を基に、資金調達マー

ケットの中核を担うべく、知的財産権信託業務に取り組んでおります。 

②管理信託 

 信託には２つの利用目的があります。１つは財産権の管理信託であり、もう１つは財産権の流動化信託です。管理信託という

のは、財産を管理するということであり、顧客の資産を預かって適正な運用を行い、その収益を元の権利者に渡すことを示しま

す。知的財産権管理信託の基本スキームは以下のとおりであります。 

  

＜知的財産権管理信託の基本スキーム＞ 

 

 

事業部門別 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

金額（千円） 構成比（%） 金額（千円） 構成比（%） 

信託事業 223,691 14.7 412,033 46.2 

兼業事業 1,281,082 83.9 475,934 53.3 

その他の事業 21,707 1.4 4,201 0.5 

合 計 1,526,481 100.0 892,169 100.0 



まず、知的財産権保有者（委託者兼受益者）が、ＪＤＣ信託（受託者）に知的財産権（信託財産）を移転（信託設定）します

（①）。次に、ＪＤＣ信託が信託受益権※1を権利保有者に交付します（②）。ＪＤＣ信託は信託された知的財産権を基に利用者

に対して利用許諾を行い（③）、ロイヤリティ収入を得ます（④）。得られた販売収益は、受益者である権利保有者に渡されま

す（⑤）。権利保有者は、動産としての知的財産権（マスターテープ等）の保管や、利用者との間の条件交渉等のわずらわしい

業務を受託者に任せたまま、収益を得ることができます。 

知的財産権管理信託の事例として当社が行っているものとしては、原著作物の管理信託があります。具体的には、作家の冲方

丁（うぶかた とう）氏の「マルドゥック・ヴェロシティ」という小説の著作権をＪＤＣ信託に信託設定してもらい、今後予定

されている映画化やアニメ化などの二次的な展開に関する資金調達について、ＪＤＣ信託が支援を行うものです。また、ロボッ

トキャラクターに関する著作権の管理信託も手がけており、イベント等のイメージキャラクターとしての利用をはじめ、様々な

ビジネス展開を支援していきます。今後注力していく分野としては、ブロードバンド配信に特化した管理信託業務があります。

これは、映画やアニメーションなどの著作権を持つ権利保有者から、自動公衆送信権※2等のインターネットを通じた配信に必要

な権利のみを信託してもらい、当社が配信業者に対する営業活動や利用許諾契約の締結、ロイヤリティの徴収業務までを一貫し

て行うものです。当社は、ロイヤリティ収入のうちから一定の比率を管理信託報酬として得ることになります。 

  

※１ 信託受益権：信託財産の管理・運用から生じる収益を受ける権利のこと。 

※２ 自動公衆送信権：著作権は「権利の束」といわれ、複製権、譲渡権、上映権など様々な種類の権利に分けることができま

す。それらを法律用語で支分権と呼びますが、自動公衆送信権はその支分権の１つです。自動公衆送信とは、公衆（ユーザー）

によって直接受信されることを目的として、公衆からの求めに応じて自動的に無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをい

います。具体的には、インターネットを介した送信等があげられ、そうした送信を行う権利が自動公衆送信権です。 

  

③流動化信託 

もう一方の財産権の流動化、つまり資金調達を目的とした知的財産権信託流動化の基本スキームは、以下のとおりでありま

す。 

  

＜知的財産権信託流動化の基本スキーム＞ 

 

  

まず、制作会社等の知的財産権保有者（委託者）が、ＪＤＣ信託（受託者）に知的財産権（信託財産）を移転（信託設定）し

ます（①）。次に、ＪＤＣ信託が信託受益権を権利保有者に交付します（②）。権利保有者はその信託受益権の全部または一部

を投資家（受益者）に販売し（③）、投資家は購入代金を権利保有者に支払います。これにより、権利保有者は資金調達ができ

ます。ＪＤＣ信託は、信託された知的財産権を基にマーケットに対してライセンス販売を行い（⑤）、収益を得ます（⑥）。得

られた収益は、配当として投資家等の受益者に分配されます。 

当社が実施した知的財産権信託流動化スキームの事例としては、松竹株式会社の「阿修羅城の瞳」という劇場用映画の著作権

を対象としたものが、まずあげられます。これは、わが国における著作権信託第１号案件です。その後手がけたものとしては、

映画会社の有限会社シネカノンが平成18年及び19年に製作または買付ける劇場用映画約20作品の著作権等を対象とした「シネマ

信託ＴＭ～シネカノン・ファンド第１号～」、映画製作会社４社の複数の作品の著作権を対象とした「シネマ信託ＴＭ～製作者ファ

ンド第１号～」等があります。これらの信託商品は、個人投資家を対象としたものであり、当社の信託契約代理店である証券会

社を通じて募集を行いました。 



機関投資家を対象とする信託商品の構造は、上記の基本スキームのとおりですが、個人投資家を対象とした場合は、税務上の

リスクを回避するため、これよりも複雑な構造をとる必要があります。以下の図は「シネマ信託ＴＭ～シネカノン・ファンド第１

号～」のスキーム図ですが、知的財産権信託と金銭信託を組み合わせた形になっています。 

  

＜「シネマ信託ＴＭ～シネカノン・ファンド第１号～」のスキーム図＞ 

 
※３ Ｐ＆Ａ費（Print and Advertising Expense）：広告宣伝費やフィルムのプリント代等、映画を配給するための経費のこと

です。映画業界においては慣習上、Ｐ＆Ａ費を負担した者はその支出額を、全ての収入から優先的に回収することが認められて

います。 

  

図の中でいうと、左半分が著作権信託、右半分が金銭信託になります。著作権信託の部分は、先に説明した基本スキームと同

様ですが、信託受益権の販売先が投資家ではなく、金銭信託になっています。一方投資家は、信託契約代理店を通じて金銭を信

託します。つまり、金銭信託を通じて間接的に著作権の信託受益権を購入する形を取っています。これは、不特定多数の個人投

資家に、著作権の信託受益権を小口化して直接販売した場合の税務上の取り扱いが確定していないため、そのリスクを回避する

ための措置です。現在当社が、個人投資家を対象に募集する信託商品については、基本的にこの構造を採用しています。 

信託の対象となる著作権は、映画に限らずゲームやアニメーションなど多岐にわたります。最近特に成長が著しいオンライン

ゲーム市場でのファンド組成に取組んでおり、複数のオンラインゲームを対象とする「オンラインゲーム信託～SeedCファンド第

１号～」の組成に向けた準備を進めています。また、同じ映画であっても海外作品に特化した買い付け専用の信託ファンド「シ

ネマ信託ＴＭ～買付者ファンド第１号～」を企画し、組成することについて、海外映画作品の買付・配給会社３社と合意しており

ます。 

当社は、こうした知的財産権信託流動化スキームを立ち上げると、スキーム構築時あるいはファンド組成時にその業務の対価

として、受託財産額の一定比率を報酬として得ます。また、信託契約期間中は、毎年、受託財産額の一定比率を信託報酬として

得ることになります。信託期間に応じた管理報酬は、受託財産額が積み上がれば積み上がるほど、その金額が増すことになり、

しかも安定的に得られる収益と言えます。 

  

④著作権以外の信託 

   当社は著作権等の知的財産権を主に扱う信託会社ですが、著作権以外にも金銭、金銭債権、有価証券等他の財産権の信託も行

うことができるため、顧客のニーズに応じて、金銭信託や金銭債権信託、有価証券信託も一部手がけております。具体的には、

岡藤商事株式会社と共同で組成した「信託型商品ファンド～マイスタートラスト～」、「信託型商品ファンド～マイスターセレ

クト 分配型～」等があります。 

  



２．兼業事業 

兼業事業を構成する業務内容は以下のとおりであります。 

 ①ビジネスコーディネーション業務 

本業務分野に含まれる業務は、コンテンツの流通・配信に関わる新たな企画や既存事業の拡大に対するコンサルティング及び

アレンジメント業務であります。 

 コンサルティング業務では、まだアイディア段階の企画や既存の仕組みだけでは事業化や事業拡大を図ることが難しい企画に

対して、事業化等に関する側面的な協力を行うことにより、コンサルティング先よりコンサルティング手数料や管理運営手数料

を得ております。この際、当社は、市場調査、企画立案支援、コラボレーションの構築支援を行った上で、システム開発等のプ

ロジェクト運営に対し協力会社間の調整、開発面や資金面の管理など側面的な支援を行うほか、コンテンツの流通・配信に関わ

る著作権等の管理団体との調整等を行います。 

 アレンジメント業務においては、映画やアニメーション等の制作に関わる著作権等の管理、評価、資金調達のためのスキーム

作りから制作管理、ライセンスビジネスの展開までの業務を一括して行っております。 

②コンテンツアグリゲーション業務 

 本業務は、動画コンテンツの権利保持者から作品を預かり、各種権利処理を行った上でブロードバンド配信業者に対して作品

を提供する業務であります。ブロードバンドの普及に伴い、ブロードバンド回線を通じた動画配信がビジネスとして本格的に立

ち上がってきております。現状では配信許諾が得られるコンテンツの数がそれほど多いとは言えず、配信業者からは優良なコン

テンツを求める声が高まっています。当社では営業ネットワークを通じて幅広いコンテンツホルダーと折衝し、権利処理を行っ

た上で配信業者にコンテンツの提供を行っております。コンテンツの種類としては、劇場用映画やテレビ用アニメーション、ビ

デオシネマ、ＯＶＡ（オリジナル・ビデオ・アニメーション）、ミュージッククリップなど多岐に渡り、タイトル数は2,200以上

に及びます。 

③デジタルコンテンツ投資関連業務 

当社が設立以来、継続して行っている事業であり、今までに３つの常設のコンテンツ投資ファンドを立ち上げ、運営してまい

りました。３つのファンドとは、東京マルチメディアファンド（TMF１）、投資事業有限責任組合第２東京マルチメディアファン

ド（TMF２）、TMF３投資事業有限責任組合中小企業コンテンツ制作支援ファンド（TMF３）であり（以下、併せて「TMF」とい

う）、詳細は以下のとおりであります。なお、TMF１は平成16年12月末をもって終了しております。 

ⅰ. 投資事業有限責任組合第２東京マルチメディアファンド（TMF２） 

コンテンツ投資に対するニーズの高まりに対応するため、平成13年３月に投資事業有限責任組合法に基づき組成されまし

た。無限責任組合員である当社のほかに、株式会社クリーク・アンド・リバー社、東京中小企業投資育成株式会社、テクノ

バン株式会社の３社が、有限責任組合員として出資しております。ファンド総額は800百万円、ファンドの運用期間は当初５

年間の予定でしたが２年間延長することになり、平成19年12月末までとなっております。平成19年３月末現在の対象案件へ

の投融資実行累計額は32案件に対し1,268百万円となっております。 

ⅱ. TMF３投資事業有限責任組合中小企業コンテンツ制作支援ファンド（TMF３） 

TMF１の終了を受け、引き続きデジタルコンテンツ制作支援を行うため、当社の出資500百万円に、独立行政法人中小企業

基盤整備機構の出資500百万円を加え、合計1,000百万円のファンドとして平成17年４月に投資事業有限責任組合法に基づき

組成されました。運用期間は７年間の予定（２年間の延長の可能性あり）です。平成19年３月末現在の対象案件への投融資

実行累計額は７案件に対し235百万円となっております。 

  
＜投資スキーム図＞ 

  



 

  

※４ 匿名組合契約：商法に基づく投資契約。制作者（営業者）が主体となり事業を行い、当該事業に対し出資した出資者（匿

名組合員）に、その事業により得た損益を分配する契約です。匿名組合員は、営業者が為した営業上の行為によって、直接第三

者に対して権利を有したり義務を負ったりしません。 

  

当社は現在、TMF２とTMF３の二つのファンドについて、管理・運用業務全般を執行しております。本業務は、TMFに対して、コ

ンテンツ制作会社から持ち込まれる企画の評価・スクリーニングを行うところから始まります。公募によって持ち込まれたコン

テンツ制作会社の企画の評価やマーケット調査を行い、有望と判断されるコンテンツ制作企画をTMF投資会議に上程、最終的な投

資決定を行います。 

投資決定が行われますと、TMFとコンテンツ制作会社は、商法上の匿名組合契約※１を締結します。この仕組みはコンテンツ制

作会社の株式等に対して出資するのではなく、個々の制作プロジェクトに対して出資することを目的としており、匿名組合方式

を採用することで、制作会社の企業リスクとプロジェクトリスクを切り離し、TMFのリスクを個々のプロジェクトリスクに限定さ

せております。なお、この匿名組合契約では、TMFは匿名組合員として制作費の75％を上限（金額上限はTMF２が１社70百万円、

TMF３が１社１億円）とした投資を行い、制作会社は営業者として、残りの制作費を自己資金で賄い、制作を実行していきます。

また投資に当たり、営業者たるコンテンツ制作会社が行う開発工程管理、資金管理、流通・配信先のコーディネーションなど

を当社がサポートするとともに、マーケティング、著作権管理や匿名組合会計事務などのアドバイスを制作会社に対して行うこ

とになります。 

作品が完成すると、その売上は原則として匿名組合口座に入金され、匿名組合事業で必要な費用を差引いた後、TMFの投資額の

100％に達するまでTMFが優先的に回収し、その後はTMFと制作会社に一定の割合に応じて分配されます。以上の分配により、TMF

投資額の合計300％相当額が回収された場合は、この匿名組合契約は終結します。 

 



なお、TMF２、TMF３のいずれも、投資のほかに融資を行うことも可能となっており、案件に係るつなぎ融資を原則としており

ますが、コンテンツ制作会社の幅広いニーズに応えられる体制を取っています。 

以上のように、当社は、企画・開発から販売面まで、きめ細かな支援を行うことにより、その対価としてTMFより管理手数料を

得ております。更に、TMFの投資成績に応じた成功報酬として、TMFの利益の一定割合を受け取ることになっている一方、当社

は、無限責任組合員として、TMFにおいて生じた投資利益の分配もしくは投資損失の負担を出資割合に応じて取り込むことになっ

ております。 

  

３．その他の事業 

 デジタルコンテンツの普及・インフラ拡大を図る目的で設立された株式会社バズスタイルが行う、デジタルAV家電の企画・販

売業務等のハードウェアセールス事業であります。なお、平成19年３月末に同社の全株式を譲渡したため、同社は連結の範囲か

ら除外され、本事業も平成19年３月末をもって終了しております。 

  



４【関係会社の状況】 

（注）１．特定子会社であります。 

（注）２．比率を記載しております。 

（注）３．出資割合は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。 

（注）４．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

  

  

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業の内容 

議決権の所 

有又は被所 

有割合 

（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

投資事業有限責任組合 

第２東京マルチメディア
ファンド(TMF2) 

（注）１ 

東京都港区 

当初出資 

総額 

800 

デジタルコンテンツ制作

への企画・制作費支援の

ための投融資 

75.0 

（注）２ 

無限責任組

合員 

（連結子会社） 

TMF3投資事業有限責任組
合中小企業コンテンツ制
作支援ファンド(TMF3) 

（注）１（注）３ 

東京都港区 

当初出資 

総額 

500 

デジタルコンテンツ制作

への企画・制作費支援の

ための投融資 

50.0 

（注）２ 

無限責任組

合員 

（連結子会社） 

ユビキャスト匿名組合事
業      （注）１ 

東京都新宿区 

当初出資 

総額 

525 

コンテンツ配信・管理シ

ステムの開発及び販売 

100.0 

（注）２ 
匿名組合員 

（連結子会社） 

日本デジタルリンク匿名

組合事業   （注）３ 

東京都中央区 
出資総額 

45 

技術者向けソーシャル・

ネットワーキング・サー

ビス（SNS）の運営 

100.0 

（注）２ 
匿名組合員 

（持分法適用関連会社） 

株式会社九天社 
東京都中央区 90 出版業 20.3 

業務支援及

び委託販売 

（持分法適用関連会社） 

MPLCジャパン株式会社 
東京都港区 2.5 

映像作品を非劇場施設で

上映するためのライセン

ス供与 

50.0 
役員の兼任

３名 

（持分法適用非連結子会

社） 

ケイジェイプロジェクト

匿名組合事業 他３社 

－ － － － － 



５【従業員の状況】 

（注）１．従業員数は就業人員(使用人兼務取締役を含む)であり、契約社員、派遣社員及びアルバイトは、年間の平均雇用者数を

( )外数で記載しております。 

２．全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

  

(2)提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（社外から当社への出向者を含んでおります。）であり、契約社員、派遣社員及びアルバイトは、

年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。 

  

(3)労働組合の状況 

 当社には労働組合はありませんが、労使関係は良好に推移しております。 

  

  

(1)連結会社の状況 平成19年３月31日現在 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

  
信託事業 

  
６（４）

兼業事業 13（３）

  
その他の事業 

  
－（－）

全社（共通） ６（５）

  
合計 
  

25（12）

    平成19年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

25（12）名 42.8歳 2.9年 6,206 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

（１）業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を受け、民間設備投資が拡大基調を継続したことに加え、雇用情勢

や個人消費も堅調に推移し、景気は緩やかな回復を続けています。しかしながら、長期金利上昇や増税への観測が強まるな

ど、一部懸念材料も指摘されております。 

コンテンツ業界においては、昨年21年ぶりに邦画の興行収入が洋画を上回り、日本映画の復活が話題になりました。市場規

模も、ブロードバンド配信の本格化、地上デジタル放送の開始、次世代DVDの登場、大画面テレビや第三世代携帯電話、携帯音

楽プレーヤーの普及などにより、年々拡大しております。近年は、多メディア化に対応した、より付加価値を高めたコンテン

ツへのニーズが高まる一方で、良質なコンテンツの供給は追いついておらず、コンテンツ制作会社への資金供給環境を早急に

整備することが求められています。 

このような状況の下、当社グループは、コンテンツ制作会社への支援と新しいチャネルの開拓に取り組んでまいりました。

平成17年６月より開始した信託事業を中核の業務として位置付け、従来から行ってきた兼業事業とあわせて、積極的な事業展

開を図っております。 

信託事業におきましては、「シネマ信託～シネカノンファンド第１号～」が約46億円の資金を集めて平成18年４月より運用

を開始したほか、「シネマ信託～製作者ファンド第１号～」、「信託型商品ファンド～マイスタートラスト～」など、数十億

円単位の大型信託商品が続々と立ち上がり、受託財産額は着実に積みあがってきております。その結果、売上高は412百万円

（前年同期比84.2％増）、営業利益は167百万円となりました（前年同期比82.6％増）。引き続き、新たな信託商品「オンライ

ンゲーム信託～SeedCファンド第1号～」や「シネマ信託～買付者ファンド第1号～」の組成へ向けた準備を進めております。映

画、アニメ、ゲーム等の著作権を運用対象とする信託商品をはじめ、その他の分野も含めた新商品を開発していくとともに、

大型案件の組成に積極的に取り組んでまいります。 

兼業事業におきましては、コンテンツアグリゲーション業務のニーズが順調に伸びており、当社の強みであるコンテンツホ

ルダーとの人脈や著作権管理のノウハウが活かせる業務として、取組みを強化しております。ただし、全体としては信託事業

に主業務を移行したことにより、売上規模は縮小しております。その結果、売上高は475百万円（前年同期比62.8％減）、営業

損失は569百万円（損失が前期比4.1％減少）となりました。 

その他の事業におきましては、ハードウェアセールス事業が本格的に立ち上がるまでには至らず、同事業を行う株式会社バ

ズスタイルの全株式を平成19年３月に譲渡したため、連結の範囲から除外しております。その結果、売上高は4百万円（前年同

期比80.6％減）、営業損失は10百万円（損失が前期比51.6％減少）となりました。 

当連結会計年度の売上高につきましては、信託事業が全体としては順調に拡大しているものの、一部売上の修正や兼業事業

の売上が減少したこと等により892百万円（前年同期比41.6％減）と、前期に比べて減少しました。売上原価は出資損失負担金

の計上等により731百万円（前年同期比50.8％減）となり、販売費及び一般管理費が727百万円（前年同期比10.7％増）となっ

たこと等により、営業損失566百万円（損失が前期比8.0％減少）、経常損失691百万円（損失が前期比3.5％減少）となりまし

た。また、投融資に対する投資有価証券評価損及び貸倒引当金繰入額等により特別損失1,000百万円を計上したことにより、当

期純損失は1,660百万円（損失が前期比145.2％増加）となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首残高955百万円と比べ37百万円増加し、当

連結会計年度末には993百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、獲得した資金は205百万円（前年同期は382百万円の使用）となっております。これは主に、仕入債務が

276百万円減少した一方で、売上債権の回収により725百万円の増加等があったためであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、獲得した資金は532百万円（前年同期は2,471百万円の使用）となっております。これは主に貸付による支

出775百万円があった一方で、貸付の回収による収入1,350百万円があったためです。 

 



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は700百万円（前年同期は1,946百万円の獲得）となっております。これは主に、短期借入金

の返済680百万円を反映したものです。 

  

２【生産、受注及び販売の状況】 

（１）生産実績及び受注状況 

当社グループは、広範囲かつ多種多様にわたる信託事業及びデジタルコンテンツに関するアレンジメント業務による販売が

大半を占めております。事業の種類別セグメントごとの生産及び受注実績については、信託事業及びアレンジメント業務の内

容、構造、形式等が必ずしも一様でない為、その金額あるいは数量を記載しておりません。 

  

（２）販売実績 

  当連結会計年度の販売実績を事業種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．前連結会計年度の区分を見直し、「信託事業」を主事業と位置付けるとともに、「デジタルコンテンツ・アレンジメン

ト事業」を「兼業事業」に呼称変更いたしました。 

２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

３．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

 

事業の種類別セグメントの名称 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日） 

前年同期比（％） 

信託事業        (千円) 412,033 84.2 

兼業事業        (千円) 475,934 △62.8 

その他の事業      (千円) 4,201 △80.6 

    合   計   (千円) 892,169 △41.6 

相手先 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

有限会社シネカノン 150,000 9.8 181,145 20.3 

株式会社GMOネットカード － － 100,000 11.2 

株式会社ネオインデックス 259,943 17.0 22,829 2.6 

ダイナウェア・システムズ・ラボ

株式会社 
300,000 19.7 － － 



３【対処すべき課題】 

（１）信託事業 

今後より一層のデジタル化・ブロードバンド化の進展が予想される中、デジタルコンテンツ市場もこうした動きに合わせて

大きく成長するものと期待されます。当社は市場の拡大に伴うコンテンツ業界のニーズに対応するため、信託スキームを活用

した新たな金融商品を開発し、信託スキームのメリットをアピールすることで受託財産額の積上げを図り、信託事業及び関連

事業を拡大していきます。 

  

（２）兼業事業 

ブロードバンド配信ビジネスの広がりを受け、引き続きコンテンツアグリゲーション業務に取組んでまいります。また、信

託事業との連携を深め、相乗効果が狙える事業に注力していきます。投資関連業務に関しては、既存ファンド及び平成17年４

月に独立行政法人中小企業基盤整備機構と共同で組成したファンドの募集及び運営を行い、有望な作品や制作会社を発掘する

とともに、パフォーマンスのアップを図ります。 

  

（３）人材の確保 

以上の事業展開を着実に進めるためには、高度な専門知識とビジネス感覚を兼ね備えた優秀な人材の確保が不可欠でありま

す。引き続き優秀な人材の採用と育成を重要な経営課題として位置付け、積極的に取り組んでまいります。 

  

（４）海外チャネルの開拓 

デジタルコンテンツ業界のグローバル展開に向け、海外でのマーケティング推進体制及びディストリビューション・チャネ

ルの開拓体制の構築を進めてまいります。 

  

（５）内部統制の充実 

当社は、平成18年５月25日開催の取締役会において、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定め、社内に内部統

制プロジェクトチームを設置し、業務の適正を確保する体制作りに取り組んでおります。平成21年３月期より、金融商品取引

法に基づく内部統制報告書制度の適用が開始されますので、当社グループでは、それまでに内部統制上の問題点を抽出し是正

を完了すべく、プロジェクトチームによる準備を推進しております。 

  

 



４【事業等のリスク】 

当社及び当社グループ事業に関するリスク要因となりうる主要な事項は以下のとおりであります。 

（１）コンテンツマーケットに関するリスク 

デジタルコンテンツビジネスのマーケット規模は、今後も大きく拡大するものと想定されておりますが、予期しない何らか

の事情でマーケット環境悪化等が発生した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

（２）コンテンツの供給に関するリスク 

コンテンツアグリゲーション業務においては、当社の営業ネットワークを通じてコンテンツホルダーより優良なコンテンツ

を仕入れ、配信業者に対して販売する業務を行っておりますが、競争の激化や、制作会社を取り巻く環境の変化等により、配

信業者のニーズに合った優良なコンテンツを集めることができなくなった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があり

ます。 

  

（３）競合激化に関するリスク 

知的財産権の信託が平成16年末の法改正により実現され以降、当社のようにコンテンツを中心とした知的財産権をメインに

取扱う信託会社は他に存在しておりませんが、信託銀行をはじめとした金融機関等が当社のビジネス領域に進出した場合に

は、競争激化により当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

また、一般事業会社においても信託業への進出が可能となったことから、当社と同様の業務を行う企業が出現した場合に

は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

（４）出資金等の回収に伴うリスク 

当社は、コンテンツ制作会社の企業リスクと切り離した形でデジタルコンテンツ制作企画に対して資金供給を側面からサ

ポートしており、様々なプロジェクトに対し出資を行っております。コンテンツビジネスは、大ヒットした場合、大きな収益

が見込める反面、期待どおりの収益が確保できないという可能性もあります。コンテンツプロジェクト投資に対して、当社は

リスク・リターン分析を行いながら、適切な投資判断を行っておりますが、プロジェクト収益が予想を大きく下回ることも想

定されます。このような場合、当社の出資額に対する全額回収が見込めない可能性もあり、当社の業績に影響を与える可能性

があります。 

  

（５）人材の確保について 

当社の業務は、ハード・ソフト面でのコンテンツ知識と信託業務を行うための金融の知識が要求されていることから、今後

の事業拡大における重要な要素は、優秀なスタッフの確保にあると考えております。 

更なる業務拡大を図るためには、優秀な人材の確保が最重要の課題として考えておりますが、当社の求める人材確保が計画

どおりに進まなかった場合には、ビジネスチャンスを逃すことや、プロジェクト遅延などが発生することになり、そのような

場合には当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

（６）信託ファンド組成に伴うリスク 

信託事業においては、信託ファンドの組成を行うことにより受託財産額が積みあがり、信託報酬を獲得できますが、当初想

定していた金額まで投資家からの資金が集まらなかった場合や、当初の計画どおりの時期に信託ファンドが組成されなかった

場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

（７）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況について 

当社グループは、前々連結会計年度529,881千円、前連結会計年度615,568千円、当連結会計年度566,568千円と大幅な営業損

失を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しています。当該状況は、主として業務

拡大に伴う人件費・経費の増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価損の取込みにより生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、前連結会計年度より開始した信託事業を業務の中核として積極的に推進してお

り、今後は、信託事業及び関連事業による収益拡大により、利益計上体質への改善を目指す計画であります。 

  



５【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

  

７【財政状態及び経営成績の分析】 

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されており、財政状

態および経営成績に関する以下の分析が行われております。 

(1)財政状態の分析 

① 流動資産 

当連結会計年度末における流動資産残高は、2,641,311千円（前連結会計年度末は4,550,724千円）となり、前期に比べ

1,909,412千円減少しております。これは、貸倒引当金が231,416千円増加、受取手形及び売掛金が763,403千円減少したこと

に加え、営業投資有価証券及び棚卸資産が評価損の取込みにより、それぞれ222,077千円、204,269千円減少、信託案件に係る

繋ぎ融資の返済により短期貸付金が507,700千円減少したことが主な要因です。 

② 固定資産 

   当連結会計年度末における固定資産残高は、347,705千円（前連結会計年度末1,117,631千円）となり、前期に比べ769,926

千円減少しております。この主な要因は、減損損失の計上等によりソフトウェアが496,039千円減少したこと、評価損の取込

み等により投資有価証券及び出資金が、それぞれ225,864千円、32,809千円減少したことによるものです。 

③ 流動負債 

   当連結会計年度末における流動負債残高は、854,863千円（前連結会計年度末1,645,002千円）となり、前期に比べ790,138

千円減少しております。この主な要因は、短期借入金680,000千円の減少、１年以内返済予定長期借入金274,700千円の増加、

買掛金284,876千円の減少によるものです。 

④ 固定負債 

   当連結会計年度末における固定負債残高は88,235千円（前連結会計年度末320,000千円）となり、前期に比べ231,764千円減

少しております。これは、新たに持分法適用に伴う負債を88,235千円計上した一方で、長期借入金の１年以内返済予定長期借

入金への振替により300,000千円減少したことが主な要因となっております。 

⑤ 純資産（資本） 

当連結会計年度末における純資産の残高は2,050,624千円であります。前連結会計年度と比較するため、従来の資本の部の

合計に相当する金額を算出すると1,666,349千円（前連結会計年度末3,317,397千円）となり、前期に比べ1,651,048千円減少

しました。これは、当期純損失1,660,300千円を計上したことにより、利益剰余金が減少したことが主な要因であります。 

  

(2)経営成績の分析 

① 売上高 

   当連結会計年度における売上高は892,169千円（前年同期比41.6％減）となり、内訳は、信託事業で412,033千円（売上高比

率が46.2%）、兼業事業で475,934千円（同比率が53.3％）、その他の事業で4,201千円（同比率が0.5％）となっております。

信託事業は前年同期比84.2％増と売上を伸ばしましたが、一部売上の修正を行ったことや兼業事業の売上が減少したこと等に

より全体の売上高は大幅に減少しております。 

② 売上原価 

   当連結会計年度における売上原価は731,190千円（前年同期比50.7％減）となりました。これは、兼業事業の売上高の減少

に伴い、仕入高および外注支払手数料が減少したことが主な要因です。なお、信託事業は兼業事業に比べて原価率が低いた

め、売上高の伸びほどは売上原価が増加しない傾向があります。 

  

 



③ 販売費及び一般管理費 

   当連結会計年度における販売費及び一般管理費は727,546千円（前年同期比10.7％増）となっております。これは主に、人

件費及び広告宣伝費の増加によるものであります。 

④ 営業外収益 

   当連結会計年度における営業外収益は19,882千円となっており、受取利息12,037千円が主なものです。 

⑤ 営業外費用 

   当連結会計年度における営業外費用は144,408千円となっており、匿名組合事業の損失、評価損等の取込みによる12,176千

円、支払利息22,948千円が主なものです。 

⑥ 特別利益 

   当連結会計年度における特別利益は4,805千円となっており、貸倒引当金戻入益によるものです。 

 ⑦ 特別損失 

  当連結会計年度における特別損失は1,000,580千円となりました。その内訳は、投資有価証券評価損211,542千円、出資金評

価損15,000千円、たな卸資産評価損83,188千円、貸倒引当金繰入額207,500千円、ソフトウェアの減損損失483,349千円であり

ます。 

  

  



第３【設備の状況】 
  

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度において総額31百万円の設備投資を実施しており、内容は工具器具備品８百万円及びソフトウェア23百万円で

あります。 

  

２【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

 平成19年３月31日現在における事業所の設備及び従業員の配置は以下のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当連結会計年度において、ソフトウェアについて減損損失119,482千円を計上しております。 

３．従業員数の（ ）は、臨時雇用者数を外書しております。 

４．主要な賃貸設備は以下のとおりです。 

（注）① 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 月間賃借料には共益費が含まれております。 

  

(2）国内子会社 

 主要な資産、設備は以下のとおりです。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当連結会計年度において、ユビキャスト匿名組合事業のソフトウェアについて減損損失363,867千円を計上しておりま

す。 

  

３【設備の新設、除却等の計画】 

 平成19年３月31日現在において重要な設備の新設及び除却等の計画はありません。 

  

  

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグメ
ントの名称 

設備の内容 
帳簿価額（千円）

従業員数
（人） 

建物 工具器具備品 ソフトウェア 合計 

本社（東京都港区） 信託事業・兼業事業 ソフトウェア 33 4,607 13,499 18,140 
25

(14) 

  
事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグメント
の名称 

設備の内容 賃貸面積 月間賃借料 

  本社（東京都港区） 信託事業・兼業事業 事務所 648.59㎡ 4,279千円

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セ
グメントの名称 

設備の内容
帳簿価額（千円）

建物 工具器具備品 ソフトウェア 合計 

日本デジタルリンク
匿名組合事業（東京
都中央区） 

兼業事業 ソフトウェア － － 28,242 28,242



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には平成19年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株

式数は、含まれておりません。 

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 488,000 

計 488,000 

種類 
事業年度末現在発行数

（株） 
（平成19年3月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成19年6月25日） 

上場証券取引所名
又は登録証券業協
会名 

内容 

普通株式 208,171.28 208,171.28
東京証券取引所
（マザーズ） 

－ 

計 208,171.28 208,171.28 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成14年６月20日株主総会特別決議 

（注）１．新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日（終値のない日を除く。）における東京証券

取引所における当社株式普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、これにより

生じた１円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値（終値がない場合はその前日の終値）

を下回る場合は、当該終値とする。 

なお、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価格を調整し・調整により生ずる

１円未満の端数はこれを切り上げる。 

     

  

平成16年５月20日付の株式分割（１：５）及び平成17年11月18日付の株式分割（１：２）により行使時の払込金額（発行

価額）は20,958円になっております。 

２．当初の新株予約権の目的となる株式の数は140株でありましたが、平成16年５月20日付の株式分割（１：５）及び平成17年

11月18日付の株式分割（１：２）により調整いたしております。なお、平成19年３月31日現在失効した920株を除いており

ます。 

  

 

  
事業年度末現在

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 480   480 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 480 480 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１ 20,958 20,958 

新株予約権の行使期間 
平成16年６月21日から 

平成24年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  20,958 

資本組入額 10,479 

発行価格  20,958 

資本組入額 10,479 

新株予約権の行使の条件 

相続、退職後の権利行使の可

否、権利喪失事由その他権利

行使の条件は、本総会決議お

よび取締役会決議に基づき、

当社と対象従業員との間で締

結する新株予約権付与契約に

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは

取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   

          
既発行株式数＋

新規発行株式数×1株当たり払込金 

  
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 

分割・新規発行前の株価 

  既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



②平成15年６月19日株主総会特別決議 

（注）１．新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日（終値のない日を除く。）における東京証券

取引所における当社株式普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、これにより

生じた１円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値（終値がない場合はその前日の終値）

を下回る場合は、当該終値とする。 

なお、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価格を調整し・調整により生ずる

１円未満の端数はこれを切り上げる。 

     

  

平成16年５月20日付の株式分割（１：５）及び平成17年11月18日付の株式分割（１：２）により行使時の払込金額（発行

価額）は14,560円になっております。 

２．当初の新株予約権の目的となる株式の数は174株でありましたが、平成16年５月20日付の株式分割（１：５）及び平成17年

11月18日付の株式分割（１：２）により調整いたしております。なお、平成19年３月31日現在失効した780株を除いており

ます。 

  

 

  
事業年度末現在

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個）  960   960 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 960 960 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１ 14,560 14,560 

新株予約権の行使期間 
平成17年６月20日から 

平成25年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   14,560 

資本組入額   7,280 

発行価格   14,560 

資本組入額   7,280 

新株予約権の行使の条件 

相続、退職後の権利行使の可

否、権利喪失事由その他権利

行使の条件は、本総会決議お

よび取締役会決議に基づき、

当社と対象従業員との間で締

結する新株予約権付与契約に

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは

取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

          
既発行株式数＋

新規発行株式数×1株当たり払込金 

  
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 

分割・新規発行前の株価 

  既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



③平成16年６月17日株主総会特別決議 

（注）１．新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日（終値のない日を除く。）における東京証券

取引所における当社株式普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、これにより

生じた１円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値（終値がない場合はその前日の終値）

を下回る場合は、当該終値とする。 

なお、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価格を調整し・調整により生ずる

１円未満の端数はこれを切り上げる。 

     

  

平成17年11月18日付の株式分割（１：２）により行使時の払込金額（発行価額）は60,500円となっております。 

２．当初の新株予約権の目的となる株式の数は870株でありましたが、平成17年11月18日付の株式分割（１：２）により調整い

たしております。なお、平成19年３月31日現在失効した340株を除いております。 

  

 

  
事業年度末現在

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 1,400 1,400 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 1,400 1,400 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１ 60,500 60,500 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月18日から 

平成26年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   60,500 

資本組入額  30,250 

発行価格   60,500 

資本組入額  30,250 

新株予約権の行使の条件 

相続、退職後の権利行使の可

否、権利喪失事由その他権利

行使の条件は、本総会決議お

よび取締役会決議に基づき、

当社と対象従業員との間で締

結する新株予約権付与契約に

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは

取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

          
既発行株式数＋

新規発行株式数×1株当たり払込金 

  
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 

分割・新規発行前の株価 

  既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



④平成17年６月23日株主総会特別決議 

（注）１．新株予約権行使時の払込金額は、新株予約権発行日の属する月の前月の各日（終値のない日を除く。）における東京証券

取引所における当社株式普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、これにより

生じた１円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行日の終値（終値がない場合はその前日の終値）

を下回る場合は、当該終値とする。 

なお、株式の分割及び時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価格を調整し・調整により生ずる

１円未満の端数はこれを切り上げる。 

     

  

平成17年11月18日付の株式分割（１：２）により行使時の払込金額（発行価額）は158,393円となっております。 

２．当初の新株予約権の目的となる株式の数は845株でありましたが、平成17年11月18日付の株式分割（１：２）により調整い

たしております。なお、平成19年３月31日現在失効した380株を除いております。 

  

 

  
事業年度末現在

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個）  1,310   1,310 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）２ 1,310 1,310 

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１ 158,393 158,393 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月24日から 

平成27年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   158,393 

資本組入額  79,196 

発行価格   158,393 

資本組入額  79,196 

新株予約権の行使の条件 

相続、退職後の権利行使の可

否、権利喪失事由その他権利

行使の条件は、本総会決議お

よび取締役会決議に基づき、

当社と対象従業員との間で締

結する新株予約権付与契約に

定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは

取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

          
既発行株式数＋

新規発行株式数×1株当たり払込金 

  
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 

分割・新規発行前の株価 

  既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 



⑤平成17年11月25日取締役会の決議 

（注）１．①新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額 

(1）行使価額に割当株式数を乗じた額とする。 

(2）１株あたりの当初払込金額を121,800円とする。 

     ②行使価額の修正 

      行使決定日直前の、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引における５連続取引日終値の平均値の90％に相当

する金額とする。なお、下限の行使価格は当初行使価額の50％の60,900円とする。 

   ２．本新株予約権の行使により機動的に資金調達を行うことを目的として、本新株予約権の割当先である日興シティグループ

証券株式会社とコミットメントライン契約を締結している。 

①予約権の行使 

(1）当社は予約権の行使の指示を日興シティグループ証券株式会社に対して行なう。 

(2）日興シティグループ証券株式会社は20取引日目の日までに権利行使をおこなう。 

(3）日興シティグループ証券株式会社は当社の指示がない限り、権利行使は行なわない。但し、日興シティグループ証

券株式会社より権利行使の希望があり、当社がそれを承諾した場合に限り行使できるものとする。但し、当社が承

諾した日から起算して６営業日までに行使するものとする。 

②１回に行使できる予約権の数・行使される金額 

20個、金額500百万円までとする。 

③行使の制限 

(1）行使金額の制限 

新株予約権の行使価額が当初の行使価額である121,800円の60％である73,080円を下回った場合には、当社は行使の

指示を行なうことができない。 

(2）期間の制限 

  権利行使を通知した翌日から、20取引日目または、その行使指示によって新株予約権がすべて行使された日のいず

れか早い方の日までは当社は、次の権利行使の指示を行なうことができない。 

(3）重要事実等の発生 

        業務等に関して、重要事実（インサイダー情報）がある場合や当社及び関係会社の財政状態や経営成績に重大な悪

影響を及ぼす事態が発生した場合、権利行使ができない。 

④権利行使最終の１ヶ月間の取扱い 

(1）当社は、平成19年５月10日以降、権利行使は出来ない。 

(2）日興シティグループ証券株式会社は、平成19年５月11日から平成19年６月13日までの間、今までの新株予約権の権

利行使が32個(金額800百万円)に達していない場合、32個に達するまで自由に権利行使できる。 

  
事業年度末現在

（平成19年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日） 

新株予約権の数（個） 100 100 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

25,000,000円を行使価額で除

した数とし、１株未満の端数

が生じたときはこれを切り上

げる。 

同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）１ （注）１ 

新株予約権の行使期間 
平成17年12月14日から 

平成19年６月13日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  125,000 

資本組入額 62,500 

発行価格  125,000 

資本組入額 62,500 

新株予約権の行使の条件 － － 

新株予約権の譲渡に関する事項 － － 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



  

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

  



(4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）とオーバーアロットメントによる売出し 

発行株数    2,000株 

発行価格   178,000円 

資本組入額   89,000円 

払込金総額  356,000千円 

  

２．オーバーアロットメントに係る第三者割当 

発行株数     242株 

発行価格   178,000円 

資本組入額   89,000円 

払込金総額   43,076千円 

    ３．平成16年3月31日現在の株主を対象として１株を５株とする株式分割を行なっております。 

４．ストックオプションの権利行使が行なわれ発行株式数が4,170株（払込金額46,870千円）増加し、払込金は資本金及び資

本準備金に2分の1ずつ組入れております。 

    ５．転換社債型新株予約付社債の権利行使により発行株式数が388.34株（社債金額40,000千円）増加し、ストックオプショ

ンの権利行使により発行株式数が40株（払込金額1,676千円）増加しております。社債金額及び払込金額は資本金及び資

本準備金に2分の1ずつ組入れております。なお、端株0.34株（36千円）は当社買取により自己株式として計上しており

ます。 

年月日 

発行済株式 

総数増減数 

（株） 

発行済株式総

数残高（株） 

資本金増減額

（千円） 

資本金残高

（千円） 

資本準備金増

減額（千円） 

資本準備金残

高（千円） 

平成15年12月25日 

（注）１ 
2,000 14,200 178,000 567,375 178,000 478,975 

平成16年１月22日 

（注）２ 
242 14,442 21,538 588,913 21,538 500,513 

平成16年５月20日 

   （注）３ 
57,768 72,210 － － － － 

平成16年５月20日 

   （注）４ 
1,250 73,460 6,250 595,163 6,250 506,763 

平成16年７月15日 

   （注）４ 
120 73,580 2,387 597,550 2,387 509,150 

平成16年７月27日 

   （注）４ 
50 73,630 1,047 598,598 1,047 510,198 

平成16年12月10日 

（注）４ 
1,950 75,580 9,750 608,348 9,750 519,948 

平成17年１月20日 

（注）４ 
800 76,380 4,000 612,348 4,000 523,948 

平成17年３月４日 

   （注）５ 
428.34 76,808.34 20,838 633,186 20,838 544,786 

平成17年３月７日 

（注）６ 
100 76,908.34 1,457 634,643 1,457 546,243 

平成17年３月25日 

（注）６ 
50 76,958.34 1,047 635,691 1,047 547,291 

平成17年４月１日～ 

平成18年３月31日  

（注）７ 

405 77,363.34 6,365 642,056 6,365 553,656 

平成17年４月１日～ 

平成18年３月31日 

（注）８ 

18,058.17 95,421.51 880,000 1,522,056 880,000 1,433,656 

平成17年11月18日 

（注）９ 
93,429.77 188,851.28 － － － － 

平成17年４月１日～ 

平成18年３月31日 

（注）10 

19,190 208,041.28 750,854 2,272,911 750,854 2,184,511 

平成18年４月１日～ 

平成19年３月31日 

（注）11 

130 208,171.28 4,696 2,277,607 4,696 2,189,207 



    ６．ストックオプションの権利行使が行なわれ発行株式数が150株（払込金額5,010千円）増加し、払込金は資本金及び資本

準備金に2分の1ずつ組入れております。 

７．ストックオプションの権利行使による増加であります。 

８．転換社債型新株予約権付社債の権利行使による増加であります。 

９．平成17年9月30日現在の株主を対象に１株を２株とする株式分割を行なっております。 

    10．第三者割当による新株予約権の権利行使（60個）による増加であります。 

    11．ストックオプションの権利行使等による増加であります。 

  

(5）【所有者別状況】 

(注)１．自己株式18.28株は、「個人その他」に18株、「端数の状況」に0.28株含まれております。 

  ２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が３株含まれております。 

  

 

        平成19年３月31日現在

区分 

株式の状況

端株の状況
政府及び地方
公共団体 

金融機関 証券会社 その他の法人

外国法人等
  個人その他 計 
個人以外 個人

株主数（人） － 3 22 70 18 10 11,516 11,639 － 

所有株式数(株) － 3,484 4,446 32,320 17,222 69 150,630 208,171 0.28 

所有株式数の
割合（％） 

－ 1.67 2.14 15.53 8.28 0.03 72.35 100.0 － 



(6）【大株主の状況】 

  

(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 (注)「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が３株（議決権３個）含まれております。 

  

 

   平成19年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１ 16,000 7.68 

エービーエヌアムロバンクエヌブイ
ヨーロピアンハブ（常任代理人 シ
ティバンク・エヌ・エイ東京支店） 

GUSTAV MAHLERLAAN 10 1082 PP, 
AMSTERDAM,NETHERLANDS 
（東京都品川区東品川２－３－14） 

9,957 4.78 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲３－３－３ 8,000 3.84 

土井 宏文 東京都文京区 8,000 3.84 

東京中小企業投資育成株式会社 東京都渋谷区渋谷３－29－22 6,100 2.93 

日本証券金融株式会社 東京都中央区茅場町１－２－10 3,018 1.44 

斉藤 純雄 東京都江東区 2,100 1.00 

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュ
リティーズ（ジャパン）リミテッド
（ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会
社） 

東京都千代田区大手町１－７－２ 1,971 0.94 

ドイチェバンクアーゲーロンドン
610（常任代理人 ドイツ証券株式
会社） 

TAUNUSANLAGE 12,D-60325 FRANKFURT 
AM MAIN,FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
（東京都千代田区永田町２－11－１） 

1,968 0.94 

モルガン・スタンレー証券株式会社 東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 1,709 0.82 

計 － 58,823 28.25 

    平成19年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式）

 普通株式      18 
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   208,153 208,153 － 

端株  普通株式    0.28 － － 

発行済株式総数 208,171.28 － － 

総株主の議決権 － 208,153 － 



②【自己株式等】 

  

(8）【ストックオプション制度の内容】 

① 平成14年６月20日開催の定時株主総会において、当社の監査役２名と従業員11名に対して新株予約権を付与することが

決議されました。当該制度の内容は「（2）新株予約権等の状況」において記載しております。 

② 平成15年６月19日開催の定時株主総会において、当社の取締役４名、監査役２名と従業員15名に対して新株予約権を付

与することが決議されました。当該制度の内容は「（2）新株予約権等の状況」において記載しております。 

③ 平成16年6月17日開催の定時株主総会において、当社の取締役４名、監査役３名と従業員17名に対して新株予約権を付与

することが決議されました。当該制度の内容は「（2）新株予約権等の状況」において記載しております。 

④ 平成17年６月23日開催の定時株主総会において、当社の取締役４名、監査役２名及び従業員22名に対して新株予約権を

付与することが決議されました。当該制度の内容は、「（2）新株予約権等の状況」において記載しております。 

  

  

  

     平成19年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

ジャパン・デジタル・コ
ンテンツ信託株式会社 

東京都港区虎ノ門４
－３－１０ 

18 － 18 0.01 

計 － 18 － 18 0.01 



２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】 該当事項はありません。 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 該当事項はありません。 

  

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

３【配当政策】 

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。当社は、中間配当と期末配当の年２回の

剰余金の配当を行うことを基本方針としております。近い将来の配当金による株主への利益還元を考えておりますが、平成19年3

月期においては当期純損失を計上しているため、配当は行っておりません。 

  

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

２．□印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。 

なお、第９期には平成16年３月31日現在の株主を対象として１株を５株とする株式分割を行っております。第11期は、

平成17年9月30日現在の株主を対象に１株を２株とする株式分割を行っております。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

  

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株）
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
取得自己株式 

－ － － －

その他 
（－） 

－ － － －

保有自己株式数 18.28 － 18.28 － 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期 

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

最高（円） 237,000 
 450,000 
□142,000 

172,000
381,000

□145,000 
92,700 

最低（円） 83,500 
 85,000 
□102,000 

47,800
108,000

    □62,800 
21,050 

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月 

最高（円） 37,800 33,650 29,000 33,800 33,300 29,200 

最低（円） 29,100 21,050 24,100 23,800 26,250 25,100 



５【役員の状況】 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

取締役社長 

(代表取締役) 
  土井 宏文 昭和28年12月10日生 

昭和53年４月 ㈱日本長期信用銀行 入行 

平成10年３月 当社 常務取締役 

平成11年９月 ジェット証券㈱ 代表取締役社

長 

平成12年４月 当社 代表取締役社長（現任） 

平成12年12月 ジェット証券㈱ 代表取締役会

長 

平成16年２月 ジェット証券㈱ 取締役会長

（現任） 

(注)４ 8,000 

常務取締役 
兼業部門担

当 
金丸 和史 昭和31年２月５日生 

昭和53年４月 株式会社パナ観光社  

代表取締役 

昭和61年12月 有限会社アームスリー 

代表取締役 

平成３年12月 有限会社ラボワークス 

代表取締役 

平成７年６月 インナーブレイン株式会社 

取締役 

平成13年10月 当社 営業企画部付 

平成14年12月 当社 営業企画部長 

平成15年６月 当社 取締役営業企画部長 

平成16年２月 当社 常務取締役営業企画部長 

平成17年６月 当社 専務取締役営業企画部長

兼投資業務部長 

平成18年５月 当社 専務取締役 

平成19年６月 当社 常務取締役兼業部門担当

（現任） 

(注)４ ― 

常務取締役 
信託部門担

当 
石川 茂 昭和30年4月20日生 

昭和53年４月 三井銀行（現三井住友銀行）入

行 

平成13年５月 ＡＢＮ－ＡＭＲＯ証券 入社 

平成15年８月 ジェット証券株式会社 入社 

平成16年６月 ジェット証券株式会社取締役 

       （現任） 

平成17年６月 当社 取締役 

平成18年６月 当社 取締役兼信託運用第１部

長 

平成19年３月 当社 取締役兼信託企画部長 

平成19年６月 当社 常務取締役信託部門担当

（現任） 

(注)５ ― 

常務取締役 
管理部門担

当 
鈴木 哲司 昭和30年4月18日生 

昭和54年４月 ニチメン株式会社（現 双日株

式会社）入社 

平成13年７月 同社 金融企画投資部長 

平成14年12月 同社 事業企画部長 

平成15年４月 シナジー・キャピタル株式会社 

       取締役 

平成16年９月 株式会社モリガング 取締役

（非常勤） 

平成17年９月 当社 投資業務部長 

平成18年５月 当社 投資業務部長兼営業企画

部長 

平成18年６月 当社 取締役兼投資業務部長 

平成19年６月 当社 常務取締役管理部門担当

（現任） 

(注)４ ―



 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

取締役 管理部長 宮田 清治 昭和24年８月28日生 

昭和43年４月 三井銀行（現 三井住友銀行）

入行 

平成13年12月 当社 管理部長 

平成14年５月 当社 管理部長兼開発部長 

平成16年６月 当社 取締役 管理部長兼開発

部長 

平成17年６月 当社 常務取締役 管理部長兼

開発部長 

平成18年５月 当社 常務取締役 管理部長 

平成18年６月 当社 常務取締役 

平成19年６月 当社 取締役管理部長（現任） 

(注)４ ― 

取締役 
営業企画部

長 
平川 勇一 昭和45年11月６日生 

平成４年６月 株式会社バードック入社 

平成12年９月 株式会社ジャパン・デジタル・

コンテンツ（現 ジャパン・デ

ジタル・コンテンツ信託株式会

社）入社 

平成18年６月 当社 営業企画部長 

平成19年６月 当社 取締役営業企画部長（現

任） 

(注)５ ―

取締役   

  

  

古賀 孝明 

  

  

昭和41年6月18日生 

平成２年４月 エヌ・ティ・ティ・データ通信

株式会社（現 株式会社エヌ・

ティ・ティ・データ）入社 

平成16年４月 株式会社エヌ・ティ・ティ・デ

ータ 

ビジネスイノベーション本部課

長（現任） 

平成17年６月 当社 取締役（現任） 

(注)５ ―

監査役 常勤 高野江 信一郎 昭和９年11月17日生 

昭和42年６月 ＣＢＳソニーレコード㈱ 入社 

昭和48年11月 ㈱ＣＢＳソニーファミリークラ

ブ  取締役 

昭和53年11月 ㈱ソニークリエイティブプロダ

クツ 取締役 

昭和63年６月 ㈱日本レコード販売網 取締役 

平成５年３月 同社 代表取締役社長 

平成11年６月 同社 相談役 

平成12年６月 当社 監査役（現任） 

(注)６ 200 

監査役   前田 豊 昭和６年６月１日生 

昭和32年４月 日本銀行 入行 

昭和60年５月 同行貯蓄推進局長 

昭和61年５月 同行発券局長 

昭和61年11月 （社）公社債引受協会  

常務理事 

平成６年10月 日本銀行 監事 

平成８年６月 三井生命保険相互会社 顧問 

平成12年３月 ジェット証券㈱ 常勤監査役 

（現任） 

平成13年６月 当社 監査役（現任） 

平成14年４月 アデコ㈱ 顧問（現任） 

(注)２ ― 



（注）１．取締役 古賀孝明は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。監査役 前田豊、小倉勝芳及び西久男は株式会

社の会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。 

   ２．平成16年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

３．平成17年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

４．平成18年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

   ５．平成19年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

   ６．平成19年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

  

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
（株） 

監査役   小倉 勝芳 昭和18年1月25日生 

昭和40年４月 日本電子計算（株） 入社 

平成６年６月 同社 官公システム事業部長 

平成７年６月 同社 取締役官公システム事業

部長 

平成９年６月 同社 常務取締役システム技術

部長兼システムソリューション

事業部担当 

平成12年４月 同社 常務取締役システム本部

長 

平成12年６月 同社 代表取締役社長 

平成17年６月 同社 顧問 

平成17年６月 当社 監査役（現任） 

平成18年10月 同社 アドバイザー（現任） 

(注)３ ― 

監査役   西 久男 昭和26年11月29日生 

平成10年11月 東京中小企業投資育成㈱ 入社 

平成14年10月 東京中小企業投資育成㈱ 業務

第七部長 

平成17年６月 グラウンド・ファイナンシャ

ル・アドバイザリー㈱ 監査役

（現任） 

平成17年７月 東京中小企業投資育成㈱ 業務

第三部長 

平成18年６月 ㈱企業育成センター 取締役

（現任） 

平成18年７月 東京中小企業投資育成㈱ 審議

役（現任） 

平成19年６月 当社 監査役（現任） 

(注)６ ― 

        計   8,200 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 （コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

当社は、コーポレート・ガバナンスを充実させ、経営の透明性と健全性を確保することを、経営上の重要課題として位置付け

ております。このために、1名を社外取締役とする体制により取締役会を運営するとともに、３名の社外監査役を含む監査役会を

設置し、経営監視の機能強化を図っております。 

また、企業倫理ならびに法令遵守意識を役員はもとより従業員に浸透させ未然に法令違反行為を防ぐ仕組みを構築し、コンプ

ライアンス体制を推進しております。 

  (1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

① 会社の機関の基本説明 

 当社は監査役制度を採用しております。取締役会は、社外取締役1名を含む取締役６名で構成されており、原則として毎月第４

木曜日に開催され、重要事項は全て付議されております。また、監査役会は常勤監査役１名と社外監査役３名により構成されて

おります。取締役会には監査役も毎回出席し、取締役の業務の執行状況を監視しております。なお、経営体制強化のため、平成

19年６月21日の株主総会において、取締役１名の増員を決議しております。 

② 会社の機関・内部統制の関係図 

 当社の会社の機関とコーポレートガバナンス体制は、以下のとおりであります。 

 

  

 



③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

 当社の機関としては、会社の最高意思決定機関としての「株主総会」、業務執行に関する意思決定と取締役の監督・監視の機

関としての「取締役会」、業務執行と会社代表の機関としての「代表取締役」、そして監査・監視機関として「監査役会」があ

ります。 

組織管理規定で定めた会社としての決定機関（経営全般に関する事項については「常勤役員会」、第２東京マルチメディア

ファンド及びTMF３中小企業コンテンツ制作支援ファンド（TMF）の投融資に関する事項については「投資会議」、TMF以外の信託

業務及びその他の営業業務に関する事項については「案件会議」）による付議と職務権限に沿った「稟議制度」があり、常勤監

査役及び内部監査部による定期的な各部門の業務内容に対する「業務監査」が行われております。 

また、会社業務の法務的な事項については、顧問弁護士としてTMI総合法律事務所に相談しておりますし、内部統制の信頼性及

び有効性の確認を含む会計的な事項については、あずさ監査法人により中間決算と期末決算時における監査の他に、第１・３四

半期決算においては、四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準に基づき、四半期財務諸表（四半期貸借対照表及び四半期損

益計算書）に対する意見表明のための手続を受けております。なお、あずさ監査法人は、平成19年６月21日の株主総会において

清友監査法人の会計監査人選任を決議しております。 

さらに、コンプライアンス面の強化を図るため、平成17年６月にコンプライアンス室を新設、平成18年5月にはコンプライアン

ス及び法務全般を統括する法務部を新設しました。法令遵守及び社会倫理の遵守をあらゆる企業活動の前提としていくことを社

内に徹底していくとともに、法令上疑義のある行為について従業員が直接情報提供を行う手段として内部通報制度を導入してお

ります。 

④ 内部監査及び監査役監査の状況 

 当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査担当１名、常勤監査役１名、社外監査役３名となっております。 

内部監査については、従来企画部が実施しておりましたが、内部統制機能さらに充実させるため、平成17年６月に内部監査部

を設置しました。内部監査規定に基づき、定期的に全部門を対象に業務監査を実施しており、監査結果は代表取締役社長に報告

しております。 

 監査役監査は、常勤監査役が取締役会をはじめ常勤役員会、投資会議及び案件会議その他の社内の重要な会議に出席するほ

か、取締役からその職務の執行状況を聴取するとともに重要な決済書類を閲覧し、全部門における業務及び財産の状況の監査を

行っております。 

⑤ 会計監査の状況 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、 

  指定社員・業務執行社員 公認会計士 高山 康明氏 

  指定社員・業務執行社員 公認会計士 岡山 賢治氏であり、あずさ監査法人に所属しております。 

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、その他12名であります。 

⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係 

１名の社外取締役と３名の社外監査役は、当社と資本的関係又は取引関係その他利害関係にある会社の取締役には就任してお

りません。 

  

(2）リスク管理体制の整備の状況 

当社では、事業活動に潜在するリスクを洗い出し、想定されるリスクに対してはリスク管理規程において管理及び対応に関す

る基本方針を定めるとともに、必要に応じて社内規程及びマニュアル等を作成し、社内に周知徹底するなど、その予防策を講じ

るよう努めております。また、リスクが顕在化した場合にも迅速に対応できるよう、対応マニュアルを作成するよう努めており

ます。事案によっては代表取締役社長を最高責任者とする対策委員会を設置し、緊急時に対応するほか、顧問弁護士からは、適

時アドバイスを受ける体制をとっております。 

  

(3）役員報酬の内容 

当社の社内取締役に対する報酬は取締役５名で59,850千円、監査役１名に対する報酬は3,600千円であります。また、社外監査

役に対する報酬は監査役３名で6,000千円であり、社外取締役に対する報酬は支払っておりません。 

  

(4）監査報酬の内容 

（注）当社の子会社TMF２、TMF３の監査についても、あずさ監査法人の監査を受けております。 

  

(5）取締役の定数 

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。 

 

  公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 24,000千円   

  上記以外の業務に基づく報酬 1,500千円   

    25,500千円   



第５【経理の状況】 
  

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結

財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会

計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等

規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度（平

成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）及び前事業

年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）並びに当連結会計年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）及び当

事業年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受け

ております。 

  



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  

 

   
前連結会計年度

（平成18年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金 ※２   1,075,968 1,113,596 

２．受取手形及び売掛金     850,180 86,777 

３．信託未収収益     － 15,769 

４．営業投資有価証券 ※１   613,181 391,104 

５．たな卸資産     236,895 32,625 

６．短期貸付金     1,672,920 1,165,220 

７．その他     105,647 71,703 

 貸倒引当金     △4,069 △235,485 

流動資産合計     4,550,724 80.1 2,641,311 88.2 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物及び構築物   333 333    

減価償却累計額   284 48 300 33  

(2) 工具器具備品   5,874 13,259    

減価償却累計額   2,551 3,323 6,218 7,041  

有形固定資産合計     3,372 0.1 7,074 0.2 

２．無形固定資産        

(1)ソフトウエア     537,781 41,741  

(2)その他     1,833 1,682  

無形固定資産合計     539,615 9.5 43,423 1.5 



  

 

   
前連結会計年度

（平成18年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

３．投資その他の資産      

(1) 投資有価証券 ※１   369,361 143,497 

(2) 出資金     94,807 61,998 

(3) その他     119,718 99,253 

貸倒引当金     △9,243 △7,542 

投資その他の資産合計     574,643 10.1 297,206 9.9 

固定資産合計     1,117,631 19.7 347,705 11.6 

Ⅲ 繰延資産        

１．新株発行費     9,413 4,706  

２．社債発行費     4,103 －  

繰延資産合計     13,517 0.2 4,706 0.2 

資産合計     5,681,873 100.0 2,993,723 100.0 

       



  

 

   
前連結会計年度

（平成18年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．支払手形及び買掛金     312,482 27,606  

２．短期借入金 ※５   1,150,000 470,000  

３．１年以内返済予定長期
借入金 

    25,300 300,000  

４．未払法人税等     9,248 5,650  

５．組合出資預り金     51,647 9,691  

６．その他     96,323 41,915  

流動負債合計     1,645,002 29.0 854,863 28.6 

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金     300,000 －  

２．新株予約権     20,000 －  

３．持分法適用に伴う負債     － 88,235  

固定負債合計     320,000 5.6 88,235 2.9 

負債合計     1,965,002 34.6 943,099 31.5 



  

  

   
前連結会計年度

（平成18年３月31日現在） 
当連結会計年度 

（平成19年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（少数株主持分）      

少数株主持分     399,473 7.0 － －

       

（資本の部）      

Ⅰ 資本金 ※３   2,272,911 40.0 － －

Ⅱ 資本剰余金     2,184,511 38.4 － －

Ⅲ 利益剰余金     △1,137,653 △20.0 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

    △333 △0.0 － －

Ⅴ 自己株式 ※４   △2,038 △0.0 － －

資本合計     3,317,397 58.4 － －

負債、少数株主持分及び
資本合計 

    5,681,873 100.0 － －

       

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金     － － 2,277,607 76.1 

２．資本剰余金     － － 2,189,207 73.1 

３．利益剰余金     － － △2,797,954 △93.4 

４．自己株式     － － △2,038 △0.1 

株主資本合計     － － 1,666,822 55.7 

Ⅱ 評価・換算差額等        

その他有価証券評価差
額金 

    － △473  

評価・換算差額等合計     － － △473 △0.0 

Ⅲ 新株予約権     － － 12,500 0.4 

Ⅳ 少数株主持分     － － 371,774 12.4 

純資産合計     － － 2,050,624 68.5 

負債純資産合計     － － 2,993,723 100.0 

       



②【連結損益計算書】 

  

 

   
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高     1,526,481 100.0 892,169 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１   1,484,650 97.3 731,190 82.0 

売上総利益     41,830 2.7 160,978 18.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２   657,399 43.0 727,546 81.5 

営業損失     615,568 △40.3 566,568 △63.5 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息   4,889 12,037    

２．買取債権回収益   1,987 4,948    

３．雑収入   1,239 8,115 0.5 2,895 19,882 2.2 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息   27,770 22,948    

２．持分法投資損失   4,365 98,938    

３．新株発行費償却   7,713 4,706    

４．社債発行費償却   4,103 4,103    

５．支払手数料   25,790 －    

６．匿名組合損益分配額   32,855 12,176    

７．投資有価証券評価損   5,956 －    

８．雑損失   50 108,604 7.1 1,534 144,408 16.2 

経常損失     716,057 △46.9 691,094 △77.5 

Ⅵ 特別利益      

１．持分変動利益   12,274 －    

２．貸倒引当金戻入益   － 12,274 0.8 4,805 4,805 0.5 

Ⅶ 特別損失      

１．投資有価証券評価損   － 211,542    

２．出資金評価損   － 15,000    

３．たな卸資産評価損   － 83,188    

４．貸倒引当金繰入額   － 207,500    

５．減損損失 ※３ － － 483,349 1,000,580 112.1 

       



  

  

   
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

税金等調整前当期純損
失 

    703,782 △46.1   1,686,869 △189.1 

法人税、住民税及び事
業税 

  1,130 1,130    

法人税等調整額   － 1,130 0.1 － 1,130 0.1 

少数株主損失     27,862 1.8   27,698 3.1 

当期純損失     677,050 △44.4   1,660,300 △186.1 

       



③【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

連結剰余金計算書 

  

 

   
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高   547,291

Ⅱ 資本剰余金増加高  

 １．ストックオプション行
使による新株の発行 

  6,365

 ２．転換社債型新株予約権
付社債の権利行使によ
る新株の発行 

  880,000

 ３．新株予約権行使による
新株発行 

  750,854 1,637,219

Ⅲ 資本剰余金期末残高   2,184,511

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △460,603

Ⅱ 利益剰余金減少高  

当期純損失   677,050 677,050

Ⅲ 利益剰余金期末残高   △1,137,653

   



連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

  

  

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高（千円） 2,272,911 2,184,511 △1,137,653 △2,038 3,317,730

連結会計年度中の変動額    

新株の発行 4,696 4,696   9,392

当期純利益   △1,660,300   △1,660,300

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

   

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

4,696 4,696 △1,660,300 － △1,650,908

平成19年３月31日 残高（千円） 2,277,607 2,189,207 △2,797,954 △2,038 1,666,822

  

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日 残高（千円） △333 △333 20,000 399,473 3,736,871

連結会計年度中の変動額    

新株の発行   －   9,392

当期純利益     △1,660,300

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△140 △140 △7,500 △27,698 △35,339

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

△140 △140 △7,500 △27,698 △1,686,247

平成19年３月31日 残高（千円） △473 △473 12,500 371,774 2,050,624



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

   
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

税金等調整前当期純損
失 

  △703,782 △1,686,869 

減価償却費   162,274 92,232 

持分法投資損失   4,365 98,938 

貸倒引当金の増加額   4,069 202,694 

受取利息   △4,889 △12,037 

支払利息   27,770 22,948 

支払手数料   25,790 － 

組合損益分配額   35,640 12,176 

投資有価証券評価損   5,956 211,542 

出資金評価損   － 15,000 

持分法変動利益   △12,274 － 

減損損失   － 483,349 

売上債権の増減額   △509,765 725,805 

信託未収収益の増加額   － △15,769 

たな卸資産の減少額   150,546 204,269 

営業投資有価証券及び
営業出資金の減少額 

  189,441 222,077 

仕入債務の増減額   176,668 △276,876 

組合出資預り金の減少
額 

  △66,730 △41,956 

その他   154,969 △40,247 

小計   △359,949 217,279 

利息及び配当金の受取
額 

  5,032 10,986 

利息の支払額   △27,439 △21,858 

法人税等の支払額   △595 △949 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △382,951 205,458 



  

 

   
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

   定期預金の預入による
支出 

  △120,000 － 

有形固定資産の取得に
よる支出 

  △3,527 △8,012 

無形固定資産の取得に
よる支出 

  △500,601 △23,900 

貸付による支出   △1,746,987 △775,500 

貸付の回収による収入   72,140 1,350,267 

投資有価証券の取得及
び出資による支出 

  △226,950 △81,608 

投資有価証券及び出資
金回収による収入 

  79,023 90,720 

保証金の差入による支
出 

  △25,000 △20,687 

連結の範囲変更を伴う
子会社株式の売却によ
る支出 

  － △1,241 

その他   312 2,924 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  △2,471,589 532,962 



  

  

  次へ 

   
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

短期借入れによる増減
額 

  212,500 △680,000 

長期借入れによる収入   － 3,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

  △33,200 △25,685 

株式の発行による収入   1,514,439 1,892 

少数株主からの払込に
よる収入 

  275,000 － 

手数料の支出   △25,790 － 

新株予約権発行による
収入 

  5,879 － 

自己株式の取得による
支出 

  △2,002 － 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  1,946,826 △700,792 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

  － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減額 

  △907,715 37,628 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首
残高 

  1,163,049 955,968 

Ⅶ 新規連結による現金及び
現金同等物増加額 

  700,633 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期
末残高 

※１ 955,968 993,596 



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 当社グループは、前連結会計年度529,881千円、当連

結会計年度615,568千円と大幅な営業損失を計上し、ま

た、前連結会計年度410,969千円、当連結会計年度

382,951千円と大幅な営業キャッシュ・フローのマイナ

スとなっております。当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しています。 

 当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の

増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価損の取込みに

より生じたものであります。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、当連結会計

年度より開始した信託事業を業務の中核として、信託ス

キームを活用した新たな金融商品を開発し、信託スキー

ムのメリットをアピールすることで受託財産額の積み上

げを図り、信託事業及び関連事業による収益拡大によ

り、利益計上体質への改善を目指す計画であります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、

このような疑義の影響を連結財務諸表には反映しており

ません。 

当社グループは、前々連結会計年度529,881千円、前

連結会計年度615,568千円、当連結会計年度566,568千円

と大幅な営業損失を計上しております。当該状況によ

り、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在していま

す。 

当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の

増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価損の取込みに

より生じたものであります。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、前連結会計

年度より開始した信託事業を業務の中核として積極的に

推進しており、今後は、信託事業及び関連事業による収

益拡大により、利益計上体質への改善を図っていく計画

であります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、

このような疑義の影響を連結財務諸表には反映しており

ません。 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数       ４社 (1）連結子会社の数       ４社 

  主要な連結子会社の名称 主要な連結子会社の名称 

  ・株式会社バズスタイル 

・投資事業有限責任組合第２東京マル

チメディアファンド 

・ＴＭＦ３投資事業有限責任組合中小

企業コンテンツ制作支援ファンド 

・ユビキャスト匿名組合事業 

 従来、組合等についてはその財産の

持分相当額を出資金、投資有価証券、

営業出資金及び営業投資有価証券とし

て計上し、組合等の営業により獲得し

た損益の持分相当額を当期の損益とし

て計上しておりましたが、実質的に支

配している組合等についてファンド全

体の資産規模を明確にすることが、当

社グループの経営成績、財政状態及び

キャッシュ・フローの状況をより適切

に開示することになるため、当連結会

計年度より連結の範囲に含めることに

いたしました。なお、当期純利益に影

響はありません。 

・投資事業有限責任組合第２東京マル

チメディアファンド 

・ＴＭＦ３投資事業有限責任組合中小

企業コンテンツ制作支援ファンド 

・ユビキャスト匿名組合事業 

・日本デジタルリンク匿名組合事業 

株式会社バズスタイルは、当連結会

計年度において全株式を譲渡したた

め、当連結会計年度末において連結の

範囲から除外しております。なお、損

益については連結しております。 

日本デジタルリンク匿名組合事業

は、当連結会計年度において匿名組合

出資を行い、実質的に支配している組

合等と判断されるため、当連結会計年

度より連結の範囲に含めることにいた

しました。 

  

  (2）主要な非連結子会社の名称 (2）主要な非連結子会社の名称 

  ・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合

事業 

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合

事業 

  連結の範囲から除いた理由 連結の範囲から除いた理由 

   非連結子会社７社は、いずれも小規

模会社等であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

 非連結子会社６社は、いずれも小規

模会社等であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 



 

項目 
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法を適用した非連結子会社の数 (1）持分法を適用した非連結子会社の数 

 ４社  ４社 

  持分法を適用した関連会社の数 持分法を適用した関連会社の数 

   １社  ２社 

  主要な会社等の名称 主要な会社等の名称 

  ・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合

事業 

・株式会社九天社 

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合

事業 

・株式会社九天社 

・MPLCジャパン株式会社 

MPLCジャパン株式会社は、当連結会

計年度中に設立したため、持分法を適

用しております。 

  (2）持分法を適用しない非連結子会社の

うち主要な会社等の名称 

(2）持分法を適用しない非連結子会社の

うち主要な会社等の名称 

  ・株式会社日本デジタルリンク 

・ジェイトス匿名組合事業 

・株式会社日本デジタルリンク 

  (3）持分法を適用しない理由 (3）持分法を適用しない理由 

   持分法非適用会社３社は、それぞれ

当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないためであります。 

持分法非適用会社２社は、それぞれ

当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないためであります。 

３．連結子会社の決算日等に

関する事項 

 連結子会社のうち、投資事業有限責任

組合第２東京マルチメディアファンドの

決算日は、12月31日であります。連結財

務諸表の作成にあたっては、同日現在の

財務諸表を使用し、連結決算日との間に

生じた重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 

 また、ユビキャスト匿名組合事業の決

算日は６月30日であります。連結財務諸

表の作成にあたっては、連結決算日にお

いて仮決算を行っております。 

同左 



 

項目 
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 ① 有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しておりま

す。 

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しておりま

す。 

  時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価法を採用し

ております。 

 なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資（証券取

引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの）については、組合

契約に規定される決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決算書等を基礎

とし、持分相当額を純額で取込む方

法によっております。 

同左 

  ② たな卸資産 ② たな卸資産 

  商品・仕掛品 商品・仕掛品 

   個別法による原価法を採用しており

ます。 

同左 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 同左 

  ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

同左 

  ③ 長期前払費用 ③ 長期前払費用 

   定額法を採用しております。 同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 貸倒引当金 

 債権の貸倒れに備えて、一般債権に

ついては貸倒実績率により計上してお

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

同左 



  

 

項目 
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては特例処理の

要件を満たしておりますので特例処理

を採用しております。 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段） 同左 

  金利スワップ   

  （ヘッジ対象）   

  借入金の利息   

  ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

   借入金の金利変動リスクを回避する

目的で行っております。 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップの特例処理の要件を満

たしているため、有効性の判定を省略

しております。 

同左 

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については、５年

間の均等償却を行っております。 

 なお、発生した年度より実質的判断に

よる年数の見積りが可能で、かつ、見積

年数が５年以内の場合は、その見積年数

で均等償却しております。 

―――――― 

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

――――――  のれんは、５年間で均等償却を行って

おります。 

８．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

―――――― 

９．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ―――――― 

 当連結会計年度から、「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、1,666,349

千円であります。 

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。 

前連結会計年度
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（平成19年３月31日） 

（連結貸借対照表） ―――――― 

 「短期貸付金」は、前連結会計年度末は、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計

年度末において資産の総額の100分の５を超えたため区

分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度末の「短期貸付金」の金額は

39,140百万円であります。 

  



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

 

前連結会計年度
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（平成19年３月31日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 
  

営業投資有価証券（その他） 32,217千円

投資有価証券（株式） 17,202千円

投資有価証券（その他） 24,594千円

営業投資有価証券（その他） 10,192千円

投資有価証券（株式） 2,500千円

投資有価証券（その他） 170千円

※２．担保資産 ※２．担保資産 

 関連会社株式会社九天社の金融機関からの借入金

に対し、定期預金120,000千円を担保として差し入

れております。 

同左 

※３．会社が発行する株式 ※３．       ―――――― 
  

普通株式 488,000株

発行済株式総数  

普通株式 208,041.28株

※４．自己株式の保有数 ※４．       ―――――― 
  

普通株式 18.28株

※５．当社においては、運転資金の効率的な調達を行な

うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しており

ます。 

   これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

※５．当社においては、運転資金の効率的な調達を行な

うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しており

ます。 

   これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 
  

当座貸越限度額 1,000,000千円

借入実行残高 900,000千円

差引額 100,000千円

当座貸越限度額 200,000千円

借入実行残高 170,000千円

差引額 30,000千円

 ６．       ――――――  ６．偶発債務（保証債務） 

  下記の取引先の特定プログラムの権利に対する債

務について保証を行っております。 

株式会社メビウス 57,168千円 



（連結損益計算書関係） 

  

 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．売上原価には、営業投資有価証券から生じた費用

の金額が221,760千円含まれております。 

※１．売上原価には、営業投資有価証券から生じた費用

の金額が234,916千円含まれております。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 
  

  

支払手数料 181,049千円

従業員給与手当 167,018千円

役員報酬 76,100千円

貸倒引当金繰入額 4,069千円

支払手数料 121,152千円

従業員給与手当 171,308千円

役員報酬 74,250千円

広告宣伝費 83,685千円

減価償却費 65,850千円

※３．      ───── ※３．減損損失 

  当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産について減損損失を計上しました。 

  

  

当社グループは事業用資産について、当社グルー

プ全体を一つの資産グループとしてグルーピングを

行い、遊休資産については、個々の資産ごとにグル

ーピングを行っております。 

その結果、今後の利用見込みが低下したため遊休

となったソフトウェアについて、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額483,349千円を減損

損失として特別損失に計上しております。 

なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額

により測定しており、売却や転用が困難であること

から備忘価額としております。 

場所 用途 種類 

本社(東京都港区） 自社利用 ソフトウェア 

ユビキャスト匿名

組合事業（東京都

新宿区） 

自社利用 ソフトウェア 



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の発行済株式数の増加130株は、ストック・オプションの行使による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．平成17年11月25日決議第三者割当による新株予約権の目的となる株式の数は、以下の算式により算出しました。 

     ２．新株予約権の目的となる株式の数の当期増加は、行使価額が76,122円から60,900円に修正されたためであります。 

  

３．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式 
208,041.28 130 － 208,171.28

普通株式 

自己株式 
18.28 － － 18.28

普通株式 

内訳 

新株予約権 

の目的とな 

る株式の種 

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結 

会計年度 

期末残高 

（千円） 

摘要 前連結会計 

年度末 

株式数 

当連結 

会計年度 

増加株式数 

当連結 

会計年度 

減少株式数 

当連結 

会計年度 

期末株式数 

平成17年11月25日

決議第三者割当に

よる新株予約権 

普通株式 32,843 8,208 － 41,051 12,500 注１ 

  

株式数＝ 

新株予約権の個数（100個）×25,000,000円 

修正行使価額（行使決定日直前の、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引における

５連続取引日の終値の平均値の90％に相当する金額。但し、修正行使価額が60,900円を下回る

場合には、60,900円とする。） 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

追加情報 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） 
  

現金及び預金勘定 1,075,968千円

拘束性預金 120,000千円

現金及び現金同等物 955,968千円

現金及び預金勘定 1,113,596千円

拘束性預金 120,000千円

現金及び現金同等物 993,596千円

 ２．重要な非資金取引の内容  ２．      ───── 

新株予約権の行使   
  

新株予約権の行使による資本
金増加額 

880,000千円

新株予約権の行使による資本
準備金増加額 

880,000千円

新株予約権の行使による新株
予約権付社債減少額 

1,760,000千円

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 当社は、平成18年５月25日開催の取締役会において当

社の従業員に対し、会社法第236条、第238条及び第239

条の規程に基づきストックオプションとして新株予約権

を付与することを平成18年６月22日開催予定の定時株主

総会の議案とすることを決議しておりましたが、平成18

年６月19日開催の取締役会決議に基づき、当該議案を撤

回致しました。 

───── 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） （借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
  

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品 16,093 9,814 6,278

合計 16,093 9,814 6,278

取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品 9,164 5,739 3,424 

合計 9,164 5,739 3,424 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 8,995千円 

１年超 8,894千円 

  17,889千円 

１年内 5,585千円 

１年超 3,308千円 

  8,894千円 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
  

支払リース料 3,721千円 

減価償却費相当額 3,426千円 

支払利息相当額 2,296千円 

支払リース料 2,664千円 

減価償却費相当額 2,458千円 

支払利息相当額 185千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

同左 

（貸主側） （貸主側） 

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 
  

１年以内 7,047千円 

１年超 4,997千円 

合計 12,044千円 

１年以内 3,236千円 

１年超 1,641千円 

合計 4,878千円 

（注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件

で第三者にリースしているのでほぼ同額の残高が

上記の借主側の未経過リース料期末残高相当額に

含まれております。 

（注）         同左 



（有価証券関係） 

前連結会計年度（平成18年３月31日） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当連結会計年度（平成19年３月31日） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

  次へ 

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

その他証券投資
信託 

5,150 4,817 △333 

合計 5,150 4,817 △333 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 142,900 

匿名組合出資 760,812 

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

その他証券投資
信託 

5,150 4,677 473 

合計 5,150 4,677 473 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 135,225 

匿名組合出資 381,835 



（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので、注記の対象から除いておりま

す。 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

 利用しているデリバティブは、金利スワップ取引であります。 

  

(2）取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

  

(3）当社の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。ただし、特例処理の要件を満たす場合には特例

処理を適用しております。 

  

(4）取引に係るリスクの内容 

① 市場リスク 

 金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。 

② 信用リスク 

 信用度の高い金融機関を相手としてデリバティブを行っており、相手先の契約不履行に係る信用リスクは低いと

判断しております。 

  

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、管理部門が決裁

者の承認を得て行っております。 

  

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計（特例処理）を採用しておりますので、注記の対象から除いておりま

す。 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

 利用しているデリバティブは、金利スワップ取引であります。 

  

(2）取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

  

(3）当社の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。ただし、特例処理の要件を満たす場合には特例

処理を適用しております。 

  

 



(4）取引に係るリスクの内容 

① 市場リスク 

 金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。 

② 信用リスク 

 信用度の高い金融機関を相手としてデリバティブを行っており、相手先の契約不履行に係る信用リスクは低いと

判断しております。 

  

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、管理部門が決裁

者の承認を得て行っております。 

  

  

  次へ 



（退職給付関係） 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 



（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注） （ ）は、平成16年５月20日に１株を５株に、平成17年11月18日に１株を２株にそれぞれ株式分割しているため、当該分

割割合を乗じて記載しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式

数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

 

  
平成14年 

ストック・オプション 
平成15年

ストック・オプション
平成16年

ストック・オプション
平成17年 

ストック・オプション

付与対象者の区分及
び数 

当社監査役  ２名 
当社従業員  11名 

当社取締役  ４名
当社監査役  ２名 
当社従業員  15名 

当社取締役  ４名
当社監査役  ３名 
当社従業員  17名 

当社取締役  ４名
当社監査役  ２名 
当社従業員  22名 

ストック・オプショ
ン数（注） 

普通株式140株 
（分割後1,400株） 

普通株式174株
（分割後1,740株） 

普通株式870株
（分割後1,740株） 

普通株式845株 
（分割後1,690株） 

付与日 平成14年６月20日 平成15年７月24日 平成16年７月22日 平成17年８月29日 

権利確定条件 

付与日（平成14年６
月20日）以降、権利
確定日（平成16年６
月20日）まで継続し
て勤務しているこ
と。 

付与日（平成15年７
月24日）以降、権利
確定日（平成17年６
月19日）まで継続し
て勤務しているこ
と。 

付与日（平成16年７
月22日）以降、権利
確定日（平成18年６
月17日）まで継続し
て勤務しているこ
と。 

付与日（平成17年８
月29日）以降、権利
確定日（平成19年６
月23日）まで継続し
て勤務しているこ
と。 

対象勤務期間 
２年（自 平成14年
６月20日 至 平成
16年６月20日） 

１年11ヶ月（自 平
成15年７月24日 至
平成17年６月19日） 

１年11ヶ月（自 平
成16年７月22日 至
平成18年６月17日） 

１年10ヶ月（自 平
成17年８月29日 至
平成19年６月23日） 

権利行使期間 
平成16年６月21日か
ら平成24年３月31
日）まで。 

平成17年６月20日か
ら平成25年３月31
日）まで。 

平成18年６月18日か
ら平成26年３月31
日）まで。 

平成19年６月24日か
ら平成27年３月31
日）まで。 

    
平成14年 

ストック・オプ
ション 

平成15年
ストック・オプ
ション 

平成16年
ストック・オプ
ション 

平成17年 
ストック・オプ
ション 

権利確定前 （株）  

前連結会計年度末   － － 1,530 1,510

付与   － － － －

失効   － － － 200

権利確定   － － 1,530 －

未確定残   － － － 1,310

権利確定後 （株）  

前連結会計年度末   480 1,090 － －

権利確定   － － 1,530 －

権利行使   － 130 － －

失効   － － 130 －

未行使残   480 960 1,400 －



② 単価情報 

  

（税効果会計関係） 

  

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

前連結会計年度（平成18年３月31日現在） 

 税金等調整前当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

当連結会計年度（平成19年３月31日現在） 

 税金等調整前当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

  

  

    
平成14年 

ストック・オプシ
ョン 

平成15年
ストック・オプシ
ョン 

平成16年
ストック・オプ
ション 

平成17年 
ストック・オプ
ション 

権利行使価格 （円） 20,958 14,560 60,500 158,393

行使時平均株価 （円） － 27,746 － －

公正な評価単価（付
与日） 

（円） － － － － 

前連結会計年度
（平成18年３月31日現在） 

当連結会計年度
（平成19年３月31日現在） 

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 
  

  

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,655千円

たな卸資産評価損 18,239千円

未払事業税否認 1,987千円

計 21,882千円

繰延税金資産（固定）  

税務上の繰越欠損金 517,226千円

その他有価証券評価差額金 135千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 3,757千円

投資有価証券評価損 2,169千円

その他 74千円

計 523,362千円

繰延税金資産小計 545,245千円

評価性引当金 △545,245千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 95,033千円

たな卸資産評価損 44,170千円

未払事業税否認 1,912千円

営業投資有価証券評価損 6,345千円

計 147,461千円

繰延税金資産（固定）  

税務上の繰越欠損金 730,670千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 3,068千円

投資有価証券評価損 100,473千円

減損損失 196,674千円

出資金評価損 16,649千円

持分法適用に伴う負債 35,903千円

計 1,083,440千円

繰延税金資産小計 1,230,901千円

評価性引当金 △1,230,901千円

繰延税金資産合計 －千円



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な事業内容 

(1）デジタルコンテンツ・アレンジメント事業 

デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っております。 

(2）信託事業 

著作権等の知的財産権をはじめ、金銭を対象とする信託業務を行っております。 

(3）その他の事業 

連結子会社株式会社バズスタイルは、デジタルAV家電の企画・販売業務等のハードウェアセールス事業を行っており

ます。 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（92,697千円）の主なものは、親会社の総務部門等管

理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（768,862千円）の主なものは、親会社で運転資金（現預金）、長期

投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

 

  

デジタルコ
ンテンツ・
アレンジメ
ント事業 
（千円） 

信託事業
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 1,281,082 223,691 21,707 1,526,481 － 1,526,481

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 1,281,082 223,691 21,707 1,526,481 － 1,526,481

営業費用 1,874,925 131,766 42,660 2,049,351 92,697 2,142,049

営業利益又は営業損失（△） △593,843 91,925 △20,953 △522,870 (92,697) △615,568

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本
的支出 

   

資産 5,817,747 299,119 32,761 6,149,628 (467,755) 5,681,873

減価償却費 144,443 17,723 － 162,166 107 162,274

資本的支出 501,561 1,136 － 502,697 1,430 504,128



当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．当連結会計年度よりセグメントについて、「信託事業」を主事業と位置付けるとともに、「デジタルコンテンツ・アレ

ンジメント事業」を「兼業事業」に呼称変更いたしました。 

３．各区分の主な事業内容 

(1）信託事業 

著作権等の知的財産権をはじめ、金銭、金銭債権、有価証券、動産を対象とする信託事業を行っております。 

(2）兼業事業 

デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っております。 

(3）その他の事業 

デジタルAV家電の企画・販売業務等のハードウェアセールス事業を行っております。なお、本事業を行っている株式

会社バズスタイルは、平成19年３月に全株式を譲渡したため当連結会計年度末において連結の範囲から除外しており

ますが、損益については連結しており、その他の事業に含めております。 

４．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（154,744千円）の主なものは、親会社の総務部門等管

理部門に係る費用であります。 

５．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（577,057千円）の主なものは、親会社の運転資金（現預金）、長期

投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

 

  
信託事業 
（千円） 

兼業事業
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高 412,033 475,934 4,201 892,169 － 892,169

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 412,033 475,934 4,201 892,169 － 892,169

営業費用 244,178 1,045,467 14,347 1,303,993 154,744 1,458,737

営業利益又は営業損失（△） 167,854 △569,532 △10,146 △411,824 (154,744) △566,568

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本
的支出 

   

資産 719,785 2,619,104 － 3,338,889 (345,165) 2,993,723

減価償却費 7,439 83,353 － 90,792 1,439 92,232

減損損失 20,643 458,764 － 479,408 3,941 483,349

資本的支出 17,019 13,803 － 30,822 1,090 31,912



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

  



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

(1）役員及び個人主要株主等 

 （注） 金銭の貸付については、市場価格を勘案した上で一般的取引条件と同様に決定しております。 

  

(2）子会社等 

 （注） 金銭の貸付については、市場価格を勘案した上で一般的取引条件と同様に決定しております。 

  

当連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

(1）役員及び個人主要株主等 

 （注） 金銭の貸付については、市場価格を勘案して決定しており、返済条件は期間５年、利率3.0％としております。 

  

 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 土井宏文 ― ―
代表取締
役社長 

(被所有)
直接 

3.84％ 
― ― 金銭の貸付 ―

役員長期
貸付金 

20,000

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金
（千円） 

事業の内
容または
職業 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

関連会社 ㈱九天社 
東京都中
央区 

90,000 出版業 
(所有)
直接 

20.3％ 

役員
１名 

業務支
援及び
委託販
売 

金銭の貸付 71,067 

短期貸付
金 

30,000

長期貸付
金 

41,067

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円） 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 土井宏文 ― ―
代表取締
役社長 

(被所有)
直接 

3.84％ 
― ― 金銭の貸付 ―

役員長期
貸付金 

20,000



(2）子会社等 

（注）１．期末においては全額回収済みとなっております。 

２．金融機関からの借入に対し、担保の提供を行ったものであり、担保提供の取引金額は、当事業年度の末日現在の借入金

残高であります。 

  

（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内
容または
職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 役員の

兼任等 
事業上
の関係 

関連会社 ㈱九天社 
東京都中
央区 

90,000 出版業 
（所有） 

直接 

20.3％ 

－

業務支
援及び
委託販
売 

資金の貸付 75,000 
短期貸付
金 

（注）１

資金の立替 68,250 立替金 （注）１

貸付に係る受
取利息 

447 － － 

担保提供
（注）２ 

120,000 － － 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 15,947円26銭

１株当たり当期純損失金額 3,652円00銭

１株当たり純資産額 8,005円41銭 

１株当たり当期純損失金額 7,979円97銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失が計上されているため記

載しておりません。 

 また、当社は平成17年11月18日付で１株を２株とする

株式分割を行なっております。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失が計上されているため記

載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当期純損失（千円） 677,050 1,660,300 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 677,050 1,660,300 

期中平均株式数 185,391.50株 208,058.48株 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権の概要は「第４提出会社

の状況、１ 株式の状況、(2）新株

予約権等の状況」に記載のとおりで

あります。 

新株予約権の概要は「第４提出会社

の状況、１ 株式の状況、(2）新株

予約権等の状況」に記載のとおりで

あります。 



（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（重要な後発事象） 

  

  

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） － 2,050,624 

純資産の部の合計金額から控除する

金額 （千円） 
－        384,274 

（うち新株予約権） （－） （12,500） 

（うち少数株主持分） （－） （371,774） 

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
－ 1,666,349 

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式数 
－ 208,153株 

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── １．重要な資産の担保提供等について 

   当社は、平成19年５月28日の常勤役員会において関

連会社である株式会社九天社について、同社のメディ

ア機能の重要性に鑑みて同社の経営権を取得する方針

であることを決定し、平成19年５月31日に同社の借入

金に対して、定期預金の担保提供を行いました。 

 同社は、平成19年３月31日決算において実質的に多

額の債務超過の状態に陥っており、５月31日に返済期

限が到来した下記の借入金の返済資金を確保できなか

ったことから、借入の期間延長に際して、借入先から

担保提供を要請されたことに対応したものでありま

す。 

 担保提供資産及び対応する同社債務の内容は次のと

おりです。 

  ① 担保提供期間 平成19年５月31日から平成19年６

月29日まで 

  ② 担保提供資産 

  ・預入先 東京スター銀行 

・金額  300,000千円 

・満期日 平成19年７月２日 

  ③ 対応する同社債務 

  ・借入先  SBIメザニンファンド２号投資事業有

限責任組合及び首都圏企業再生ファン

ド投資事業有限責任組合 

・金額   300,000千円 

・返済期日 平成19年６月29日 

   また、当社は、平成19年６月13日に同社に対し

15,000千円（返済期日：平成19年９月12日）の貸付を

行っております。 



⑤【連結附属明細表】 

【借入金等明細表】 

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

  

(2）【その他】 

  該当事項はありません。 

  

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高
（千円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 1,150,000 470,000 2.16 － 

1年以内に返済予定の長期
借入金 

25,300 300,000 2.50 － 

長期借入金（１年以内に返
済予定のものを除く） 

300,000 － － － 

計 1,475,300 770,000 － － 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  

 

   
前事業年度

（平成18年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成19年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

１．現金及び預金 ※１   430,606 526,194 

２．売掛金 ※４   825,754 86,777 

３．信託未収収益     － 15,769 

４．営業投資有価証券 ※４   1,039,545 804,055 

５．商品     37,288 6,196 

６．仕掛品     198,911 26,429 

７．未収入金     1,004 － 

８．短期貸付金 ※４   1,515,920 1,005,220 

９．前払費用     20,124 31,504 

10．その他     39,836 21,536 

貸倒引当金     △4,069 △323,720 

流動資産合計     4,104,923 77.0 2,199,962 87.2

Ⅱ 固定資産      

１．有形固定資産      

(1) 建物   333 333  

減価償却累計額   284 48 300 33 

(2) 工具器具備品   5,874 8,929  

減価償却累計額   2,550 3,323 4,321 4,607 

有形固定資産合計     3,372 0.0 4,641 0.2

２．無形固定資産      

(1) 商標権     1,183 1,031 

(2) ソフトウェア     146,114 13,499 

(3) 電話加入権     650 650 

無形固定資産合計     147,948 2.8 15,182 0.6



  

 

   
前事業年度

（平成18年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成19年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

       

３．投資その他の資産      

(1) 投資有価証券     334,063 140,827 

(2) 関係会社株式     58,000 2,500 

(3) その他関係会社有価
証券 

    462,661 170 

(4) 出資金     94,807 61,998 

(5) 長期前払費用     974 1,081 

(6) 役員長期貸付金     20,000 20,000 

(7) 従業員長期貸付金     7,500 10,420 

(8) 関係会社長期貸付金     41,067 － 

(9) 敷金保証金     40,191 59,872 

(10)その他投資     9,984 7,879 

貸倒引当金     △9,243 △7,542 

投資その他の資産合計     1,060,007 19.9 297,206 11.8

固定資産合計     1,211,328 22.7 317,030 12.6

Ⅲ 繰延資産      

１．新株発行費     9,413 4,706 

２．社債発行費     4,103 － 

繰延資産合計     13,517 0.3 4,706 0.2

資産合計     5,329,769 100.0 2,521,699 100.0

       



  
 

   
前事業年度

（平成18年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成19年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１．買掛金     312,482 27,606 

２．短期借入金 ※３   1,150,000 470,000 

３．１年以内返済予定長期
借入金 

    25,300 300,000 

４．未払金     45,057 13,679 

５．未払法人税等     9,068 5,650 

６．預り金     7,180 9,768 

７．組合出資預り金     51,647 9,691 

８．その他     29,135 7,560 

流動負債合計     1,629,873 30.6 843,956 33.5

Ⅱ 固定負債      

１．長期借入金     300,000 － 

２．新株予約権     20,000 － 

固定負債合計     320,000 6.0 － －

負債合計     1,949,873 36.6 843,956 33.5

       

（資本の部）      

Ⅰ 資本金 ※２   2,272,911 42.6 － －

Ⅱ 資本剰余金      

資本準備金   2,184,511 －  

資本剰余金合計     2,184,511 41.0 － －

Ⅲ 利益剰余金      

当期未処理損失   1,075,155 －  

利益剰余金合計     △1,075,155 △20.2 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金     △333 △0.0 － －

Ⅴ 自己株式 ※５   △2,038 △0.0 － －

 資本合計     3,379,895 63.4 － －

負債・資本合計     5,329,769 100.0 － －

       



  

   
前事業年度

（平成18年３月31日現在） 
当事業年度 

（平成19年３月31日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１．資本金     － － 2,277,607 90.3

２．資本剰余金      

(1）資本準備金   － 2,189,207  

資本剰余金合計     － － 2,189,207 86.8

３．利益剰余金      

(1）その他利益剰余金      

繰越利益剰余金   － △2,799,060  

利益剰余金合計     － － △2,799,060 △111.0

４．自己株式     － － △2,038 △0.1

株主資本合計     － － 1,665,716 66.0

Ⅱ 評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価差
額金 

    － － △473 

評価・換算差額等合計     － － △473 0.0

Ⅲ 新株予約権     － － 12,500 0.5

純資産合計     － － 1,677,743 66.5

負債純資産合計     － － 2,521,699 100.0

       



②【損益計算書】 

  

 

   
前事業年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高     1,498,265 100.0 926,570 100.0

Ⅱ 売上原価     1,376,494 91.9 753,421 81.3

売上総利益     121,770 8.1 173,149 18.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   626,121 41.8 646,527 69.8

営業損失     504,350 △33.7 473,377 △51.1

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息 ※４ 5,304 12,384  

２．買取債権回収益   1,987 4,948  

３．雑収入   715 8,006 0.6 1,785 19,118 2.1

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息   27,509 27,158  

２．新株発行費償却   7,713 4,706  

３．社債発行費償却   4,103 4,103  

４．支払手数料   25,790 －  

５．匿名組合損益分配額   84,855 62,126  

６．投資有価証券評価損   5,956 －  

７．雑損失   50 155,977 10.4 1,520 99,615 10.8

経常損失     652,321 △43.5 553,875 △59.8

Ⅵ 特別利益      

貸倒引当金戻入益   － － － 4,805 4,805 0.5

Ⅶ 特別損失      

１．投資有価証券評価損 ※３ － 633,458  

２．出資金評価損   － 15,000  

３．たな卸資産評価損   － 83,188  

４．減損損失 ※２ － 119,482  

５．貸倒引当金繰入額   － － － 322,755 1,173,885 126.7

税引前当期純損失     652,321 △43.5 1,722,955 △186.0

法人税、住民税及び事業
税 

  950 950  

法人税等調整額   － 950 0.1 － 950 0.1

当期純損失     653,271 △43.6 1,723,905 △186.1

前期繰越損失     421,883 － 

当期未処理損失     1,075,155 － 

       



売上原価明細書 

 （注）※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

  

  

   
前事業年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 仕入高   274,788 18.9 240,381 33.0

Ⅱ 労務費   952 0.1 － －

Ⅲ 経費 ※１ 1,175,541 81.0 487,826 67.0

小計   1,451,281 100.0 728,208 100.0

期首商品たな卸高   4,470 37,288 

合計   1,455,753 765,497 

   商品評価損   41,970 5,880 

期末商品たな卸高   37,288 6,196 

売上原価   1,376,494 753,421 

前事業年度 当事業年度

項目 金額（千円） 項目 金額（千円） 

コンテンツ使用料 274,383 コンテンツ使用料 65,251 

外注費 403,372 外注費 134,570 

減価償却費 52,750 減価償却費 26,382 

投資事業組合等損失負担額 221,760 投資事業組合等損失負担額 234,916 

支払手数料 － 支払手数料 26,706 



③【損失処理計算書及び株主資本等変動計算書】 

損失処理計算書 

  

株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

   

  

  

  次へ 

  

    
前事業年度

株主総会承認日 
（平成18年６月２２日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）

Ⅰ 当期未処理損失   1,075,155

Ⅱ 次期繰越損失   1,075,155

   

  
株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式  株主資本合
計 資本 

準備金 

資本
剰余金 
合計 

その他利益
剰余金 

利益
剰余金 
合計 繰越利益剰

余金 

平成18年３月31日 残高（千円） 2,272,911 2,184,511 2,184,511 △1,075,155 △1,075,155 △2,038 3,380,228

事業年度中の変動額    

新株の発行 4,696 4,696 4,696   9,392

当期純利益   △1,723,905 △1,723,905   △1,723,905

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額)    

事業年度中の変動額合計（千円） 4,696 4,696 4,696 △1,723,905 △1,723,905 － △1,714,512

平成19年３月31日 残高（千円） 2,277,607 2,189,207 2,189,207 △2,799,060 △2,799,060 △2,038 1,665,716

  
評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高（千円） △333 △333 20,000 3,399,895

事業年度中の変動額  

新株の発行   9,392

当期純利益   △1,723,905

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額) △140 △140 △7,500 △7,640

事業年度中の変動額合計（千円） △140 △140 △7,500 △1,722,152

平成19年３月31日残高（千円） △473 △473 12,500 1,677,743



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当社は、前事業年度504,166千円、当事業年度504,350

千円と大幅な営業損失を計上しております。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の

増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価損の取込みに

より生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、当事業年度より開始

した信託事業を業務の中核として、信託スキームを活用

した新たな金融商品を開発し、信託スキームのメリット

をアピールすることで受託財産額の積み上げを図り、信

託事業及び関連事業による収益拡大により、利益計上体

質への改善を目指す計画であります。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成しており、この

ような疑義の影響を財務諸表には反映しておりません。 

当社は、前々事業年度504,166千円、前事業年度

504,350千円、当事業年度473,377千円と大幅な営業損失

を計上しております。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しています。 

当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の

増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価損の取込みに

より生じたものであります。 

当社は、当該状況を解消すべく、前事業年度より開始

した信託事業を業務の中核として積極的に推進してお

り、今後は、信託事業及び関連事業による収益拡大によ

り、利益計上体質への改善を図っていく計画でありま

す。 

財務諸表は継続企業を前提として作成しており、この

ような疑義の影響を財務諸表には反映しておりません。 



重要な会計方針 

  

 

項目 
前事業年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

同左 

  その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定） 

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定)を採用しております。 

  時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価法を採用して

おります。 

なお、投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（証券取引法

第２条第２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入手可能

な最近の決算書等を基礎とし、持分相

当額を純額で取込む方法によっており

ます。 

同左 

  

  

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品・仕掛品 商品・仕掛品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 

 定率法を採用しております。 同左 

  (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。 

同左 

  (3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用 

   定額法を採用しております。 同左 

４．繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 (1) 新株発行費 

    商法施行規則の規定に基づき３年間

で均等償却しております。 

  ３年間で均等償却しております。 

  (2) 社債発行費 (2) 社債発行費 

    商法施行規則の規定する償却期間

（３年）で均等償却しております。 

  ３年間で均等償却しております。 

５．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 

   期末債権の貸倒れに備えて、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

同左 



  

 

項目 
前事業年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

  

７．重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法同左 

   金利スワップについては特例処理の要

件を満たしておりますので特例処理を採

用しております。 

同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段） 同左 

   金利スワップ   

  （ヘッジ対象）   

   借入金の利息   

  ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

   借入金の金利変動リスクを回避する目

的で行っております。 

同左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップの特例処理の要件を満た

しているため、有効性の判定を省略して

おります。 

同左 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。 

同左 



会計処理方法の変更 

  

追加情報 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当事業年度
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ─────── 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

─────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、1,665,243

千円であります。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 当社は、平成18年５月25日開催の取締役会において当

社の従業員に対し、会社法第236条、第238条及び第239

条の規定に基づきストック・オプションとして新株予約

権を付与することを平成18年６月22日開催予定の定時株

主総会の議案とすることを決議しておりましたが、平成

18年６月19日開催の取締役会決議に基づき、当該議案を

撤回致しました。 

─────── 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

  

 

前事業年度 
（平成18年３月31日現在） 

当事業年度
（平成19年３月31日現在） 

※１．担保資産 ※１．担保資産 

関連会社（株）九天社の金融機関からの借入金に

対し、定期預金120,000千円を担保として差し入れ

ております。 

同左 

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．      ─────── 
  

授権株式数 普通株式 488,000株

発行済株式総数 普通株式 208,041.28株

※３．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

※３．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しておりま

す。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 
  

当座貸越限度額 1,000,000千円 

借入実行残高 900,000千円 

差引額 100,000千円 

当座貸越限度額 200,000千円 

借入実行残高 170,000千円 

差引額 30,000千円 

※４．関係会社項目 ※４．関係会社項目 

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たものの他に次のものがあります。 

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たものの他に次のものがあります。 
  

流動資産 売掛金 111,631千円 

  短期貸付金 48,000千円 

  営業投資有価証券 746,894千円 

  
流動資産 営業投資有価証券 706,031千円 

※５．自己株式 ※５．      ─────── 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式18.28

株であります。 

  

６．資本の欠損の額は、1,077,193千円であります。 ６．      ─────── 

７．      ─────── ７．偶発債務（保証債務） 

  下記の取引先の特定プログラムの権利に対する債

務について保証を行っております。 

株式会社メビウス 57,168千円 



（損益計算書関係） 

  

 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合54.5％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は45.5％

であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合68.8％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は31.2％

であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
  

役員報酬 66,100千円

給与手当 157,068 

出向者給与負担額 2,793 

雑給 17,103 

法定福利費 22,518 

業務委託費 20,758 

旅費交通費 17,353 

支払手数料 180,997 

賃借料 30,383 

減価償却費 1,190 

貸倒引当金繰入額 4,069 
  

役員報酬 69,450千円

給与手当 168,158 

雑給 27,897 

法定福利費 25,296 

業務委託費 16,151 

旅費交通費 15,205 

支払手数料 121,104 

賃借料 34,269 

減価償却費 4,954 

広告宣伝費 83,685 

※２．      ─────── ※２．減損損失 

  当事業年度において、当社は以下の資産について

減損損失を計上しました。 

   場所 用途 種類 

本社(東京都 

港区） 
自社利用 ソフトウェア 

  当社は事業用資産について、当社全体を一つの資

産グループとしてグルーピングを行い、遊休資産に

ついては、個々の資産ごとにグルーピングを行って

おります。 

その結果、今後の利用見込みが低下したため遊休

となったソフトウェアについて、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額119,482千円を減損

損失として特別損失に計上しております。 

なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額

により測定しており、売却や転用が困難であること

から備忘価額としております。 

※３．      ─────── ※３．投資有価証券評価損の内訳 

  投資有価証券評価損      128,117千円 

関係会社株式評価損       58,000千円 

その他関係会社有価証券評価損 447,341千円 

※４．      ─────── ※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

  受取利息  2,459千円 



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式に関する事項 

  

  

  次へ 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 18.28 － － 18.28 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

（借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
  

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品 16,093 9,814 6,278

合計 16,093 9,814 6,278

取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具備品 9,164 5,739 3,424

合計 9,164 5,739 3,424

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 8,995千円 

１年超 8,894千円 

  合計 17,889千円 

１年内 5,585千円 

１年超 3,308千円 

  合計  8,894千円 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
  

支払リース料 3,721千円

減価償却費相当額 3,426千円

支払利息相当額 292千円

支払リース料 2,664千円

減価償却費相当額 2,458千円

支払利息相当額 185千円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

同左 

  

（貸主側） （貸主側） 

  未経過リース料期末残高相当額   未経過リース料期末残高相当額 

1年以内 7,047千円

1年超 4,997千円

合計 12,044千円

1年以内 3,236千円

1年超 1,641千円

合計 4,878千円

（注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。 

 なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件

で第三者にリースしているのでほぼ同額の残高が上

記の借主側の未経過リース料期末残高相当額に含ま

れております。 

（注）         同左 



（有価証券関係） 

前事業年度（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

（税効果会計関係） 

  

前事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

税金等調整前当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

  

当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

税金等調整前当期純損失を計上しているため記載しておりません。 

  

 

前事業年度 
（平成18年３月31日現在） 

当事業年度
(平成19年３月３１日現在) 

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 
  

  

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,655千円

たな卸資産評価損 18,239千円

未払事業税否認 1,987千円

計 21,882千円

繰延税金資産（固定）  

税務上の繰越欠損金 517,226千円

その他有価証券評価差額金 135千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 3,757千円

投資有価証券評価損 2,169千円

その他 74千円

計 523,362千円

繰延税金資産小計 545,245千円

評価性引当金 △545,245千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金損金算入限度超過額 130,936千円

たな卸資産評価損 44,170千円

未払事業税否認 1,912千円

営業投資有価証券評価損 6,345千円

計 183,364千円

繰延税金資産（固定）  

税務上の繰越欠損金 730,670千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 3,068千円

投資有価証券評価損 248,531千円

減損損失 48,617千円

出資金評価損 16,649千円

計 1,047,537千円

繰延税金資産小計 1,230,901千円

評価性引当金 △1,230,901千円

繰延税金資産合計 －千円



（１株当たり情報） 

 （注）１．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 16,246円70銭

１株当たり当期純損失金額 3,523円74銭

１株当たり純資産額 8,000円09銭 

１株当たり当期純損失金額 8,285円68銭 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの当期純損失であるた

め記載しておりません。また、当社は平成17年11月18日

付で1株を2株とする株式分割を行なっております。 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの当期純損失であるた

め記載しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

1株当たり当期純損失金額     

当期純損失（千円） 652,271 1,722,955 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 653,271 1,722,955 

期中平均株式数 185,391.5株 208,058.5株 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

新株予約権の概要は「第４提出会

社の状況、１ 株式の状況、(2) 

新株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

新株予約権の概要は「第４提出会

社の状況、１ 株式の状況、(2) 

新株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。 

  
前事業年度

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円） － 1,677,743 

純資産の部の合計金額から控除する金

額（千円） 
－ （12,500） 

（うち新株予約権） （－） （12,500） 

普通株式に係る期末の純資産額 

（千円） 
－ 1,665,243 

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末の普通株式数 
－ 208,153株 



（重要な後発事象） 

  

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── １．重要な資産の担保提供等について 

   当社は、平成19年５月28日の常勤役員会において関

連会社である株式会社九天社について、同社のメディ

ア機能の重要性に鑑みて同社の経営権を取得する方針

であることを決定し、平成19年５月31日に同社の借入

金に対して、定期預金の担保提供を行いました。 

 同社は、平成19年３月31日決算において実質的に多

額の債務超過の状態に陥っており、５月31日に返済期

限が到来した下記の借入金の返済資金を確保できなか

ったことから、借入の期間延長に際して、借入先から

担保提供を要請されたことに対応したものでありま

す。 

 担保提供資産及び対応する同社債務の内容は次のと

おりです。 

  ① 担保提供期間 平成19年５月31日から平成19年６

月29日まで 

  ② 担保提供資産 

  ・預入先 東京スター銀行 

・金額  300,000千円 

・満期日 平成19年７月２日 

  ③ 対応する同社債務 

  ・借入先  SBIメザニンファンド２号投資事業有

限責任組合及び首都圏企業再生ファン

ド投資事業有限責任組合 

・金額   300,000千円 

・返済期日 平成19年６月29日 

   また、当社は、平成19年６月13日に同社に対し

15,000千円（返済期日：平成19年９月12日）の貸付を

行っております。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

【その他】 

※１ 関係会社に対するものであります。 

  

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額 

（千円） 

投資有価証
券 

その他
有価証
券 

ライフエンタテイメント株式会社 400 4,275 

株式会社ゾロリエンターテイメント 45,000 2,250 

ジェット証券株式会社 1,100 128,700 

計 46,500 135,225 

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額 

（千円） 

営業投資有
価証券 

その他
有価証
券 

投資事業有限責任組合第２東京マルチメデ
ィアファンド          ※１ 

１ 433,708 

TMF３投資事業有限責任組合中小企業コンテ
ンツ制作支援ファンド      ※１ 

１ 220,275 

有）エス・イー・プロジェクト匿名組合 １ 98,023 

有）ケイジェイ・プロジェクト匿名組合
※１ 

１ 1,762 

投資事業組合音楽著作権管理ソフトウエア
ファンド             ※１ 

１ 600 

角川ホラー「ラブ・サイコ」    ※１ １ 20,255 

日本デジタルリンク匿名組合事業  ※１ １ 29,431 

小計 ７ 804,055 

投資有価証
券 

その他
有価証
券 

株）ミュージック・ガリ第１号ファンド １ 224 

ＡＩ ＮＥＴＷＯＲＫ 匿名組合 １ 500 

アスワン・エンタテイメント匿名組合事業 １ 200 

ニッセイパトナムグローバルニューインダ
ストリーオープンＡ 

5,000,000 4,677 

小計 5,000,003 5,601 

合計 5,000,010 809,656 



【有形固定資産等明細表】 

（注）「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。 

  

【引当金明細表】 

（注）当期減少額の「その他」は、債権の回収及び洗替えによるものであります。 

  

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額
（千円） 

当期末残高
（千円） 

当期末の減価
償却累計額ま
たは償却累計
額（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末残
高 

（千円） 

有形固定資産    

建物 333 － － 333 300 15 33

工具器具備品 5,874 3,682 261 8,929 4,321 2,137 4,607

有形固定資産計 6,207 3,682 261 9,262 4,621 2,152 4,641

無形固定資産    

商標権 1,514 － － 1,514 482 151 1,031

ソフトウェア 263,753 16,500 
120,082

(119,482)
160,171 146,671 29,032 13,499

電話加入権 650 － － － － － 650

無形固定資産計 265,917 16,500 
120,082

(119,482)
162,335 147,153 29,183 15,182

長期前払費用 1,256   1,256 174 66 1,081

繰延資産    

新株発行費 23,139 － － 23,139 18,432 4,706 4,706

社債発行費 12,309 － － 12,309 12,309 4,103 － 

繰延資産計 35,449 － － 35,449 30,742 8,810 4,706

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額
（千円） 

当期減少額
（目的使用） 
（千円） 

当期減少額
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金 13,312 322,755 － 4,805 331,263 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

② 売掛金 

(イ)相手先別内訳 

  

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

  

③ 商品 

  

 

区分 金額（千円）

現金 500 

預金の種類 

 普通預金 105,694 

定期預金 420,000 

小計 525,694 

合計 526,194 

相手先 金額（千円）

有限会社シネカノン 19,949 

株式会社ハピネット 12,600 

株式会社サイバークレジット 10,500 

株式会社イーネットフロンティア 5,932 

株式会社九天社 5,362 

株式会社エクシング 4,200 

エイベックス・エンタテインメント株式会社 3,465 

その他 24,767 

合計 86,777 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 

２ 
────── 

(B) 
───── 

365 

825,754 972,898 1,711,875 86,777 95.2 171

品目 金額（千円）

サーバー 6,196 

合計 6,196 



④仕掛品 

  

⑤短期貸付金 

  

⑥買掛金 

  

⑦短期借入金 

  

⑧１年以内返済予定長期借入金 

 

品目 金額（千円）

「キャシャーン２」脚本代 10,185 

劇場映画「スクールディズ」制作費 8,760 

アイドルファンド第２号制作費 2,682 

その他 ３件 4,802 

合計 26,429 

相手先 金額（千円）

有限会社シネカノン 613,220 

株式会社ダイナウェアソリューションズ 275,000 

株式会社ジャパン・デジタル・メディア 52,500 

その他  ３社 64,500 

   合計 1,005,220 

相手先 金額（千円）

株式会社総合ビジョン 5,880 

株式会社イーネットフロンティア 3,379 

株式会社日経アドパートナーズ 2,772 

その他 15,574 

合計 27,606 

相手先  金額（千円）

みずほ銀行 100,000 

りそな銀行 300,000 

商工組合中央金庫 70,000 

計 470,000 

区分 金額（千円）

三菱東京ＵＦＪ銀行 300,000 

計 300,000 



(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

  



第６【提出会社の株式事務の概要】 
  

 （注）１．当社は、旧商法第220条ノ２第１項に規定する端株原簿を作成しております。 

２．当社定款の定めにより、端株主は、利益配当金及び中間配当金を受ける権利を有しております。 

なお、端株主の利益配当金及び中間配当金に関する基準日は上記のとおりであります。 

  

 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 １株券、10株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

単元株式数 － 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

端株の買取り  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞

株主に対する特典 該当事項はありません。



第７【提出会社の参考情報】 
  

１【提出会社の親会社等の情報】 

 当社は、親会社等はありません。 

  

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

１ 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第11期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月30日関東財務局長に提出。 

２ 半期報告書 

 事業年度（第12期中）（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）平成18年12月22日関東財務局長に提出。 

３ 臨時報告書 

(1）平成18年６月29日関東財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要な株主の異動）に基づく臨時報告書であります。 

(2）平成18年６月29日関東財務局長に提出。 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。 

４ 半期報告書の訂正報告書 

 事業年度（第12期中）（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）の半期報告書に係る訂正報告書であり、平成19年

５月25日関東財務局長に提出。 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書   

  平成18年６月22日

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社   

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 髙山 康明  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 岡山 賢治  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 田島 祥朗  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジ

ャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社（旧社名 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ）の平成17年４月

１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結

剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社（旧社名 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ）及び連結子会

社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当期において重要な営業損失及び重要なマイナスの営業キャ

ッシュ・フローを計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等

は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響

を連結財務諸表には反映していない。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書   

  平成19年６月21日

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社   

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 髙山 康明  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 岡山 賢治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジ

ャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書

及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立

の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前々連結会計年度、前連結会計年度及び当連結会計年度に

おいて重要な営業損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経

営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な

疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。 

２．重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、会社は平成19年５月31日に実質的に債務超過の状態に陥っている

関連会社である株式会社九天社の借入金に対して預金の担保提供を行い、平成19年６月13日に同社に対して貸付を

行っている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書   

  平成18年６月22日

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社   

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 髙山 康明  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 岡山 賢治  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 田島 祥朗  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジ

ャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社（旧社名 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ）の平成17年４月

１日から平成18年３月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算書

及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ジャ

パン・デジタル・コンテンツ信託株式会社（旧社名 株式会社ジャパン・デジタル・コンテンツ）の平成18年３月31

日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。 

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当期において重要な営業損失を計上しており、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の監査報告書   

  平成19年６月21日

ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社   

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 髙山 康明  印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 岡山 賢治  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているジ

ャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第12期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ジャ

パン・デジタル・コンテンツ信託株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の

経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前々事業年度、前事業年度及び当事業年度において重要な

営業損失を計上しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当

該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務

諸表には反映していない。 

２．重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、会社は平成19年５月31日に実質的に債務超過の状態に陥っている

関連会社である株式会社九天社の借入金に対して預金の担保提供を行い、平成19年６月13日に同社に対して貸付を

行っている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管しております。 
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